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滋賀県流域治水検討委員会 第８回住民会議議事録 
■日 時：平成 20 年 12 月 1 日(月) 13:30～16:58 

■会 場：滋賀県厚生会館 別館４階 大会議室 

■出席者：20 名（傍聴者含む） 

委 員 

( 敬 称 略 ) 

石津文雄、大橋正光、北井香、柴田善秀、杉本良作、中井正子、

中村誠伺、成宮純一、歯黒恵子、松尾則長 

アドバイザー 多々納裕一（京都大学防災研究所教授） 

事 務 局 流域治水政策室 

 

■議 事 

１．開  会 

２．議  事  

・事務局説明 

・審議 

「水害から命を守る地域づくり  

滋賀県民宣言」について 

  ３．一般傍聴者からのご意見 

４．閉  会 

                                               

 

 

                        

〔午後 １時３０分 開会〕 

１．開会  
○事務局（中田） それでは定刻になりまし

たので、ただいまから滋賀県流域治水検討

委員会の第８回住民会議を開催させてい

ただきます。 

会議を始めますまでに資料の確認をさ

せていただきます。次第の下のところにご

ざいますように、資料１といたしまして

「水害から命を守る地域づくり 滋賀県

民宣言」、資料２が「滋賀県が今後実施し

ようと考える公助（抜粋版）」、これは前回

もお見せしたところでございますが再度

つけさせていただいております。資料３と

して「第７回住民会議議事要旨」、参考資

料１といたしまして「滋賀県流域治水基本

方針（原案）」ということで本日、若干お

時間をいただきまして説明をさせていた

だきたいというふうに思っております。別

途参考資料といたしまして「滋賀県流域治

水基本方針策定スケジュール」というもの

を追加参考資料としてご用意をさせてい

ただきました。そして、最後に、13 日に開

催をいたします「流域治水シンポジウム」

のパンフレットをつけさせていただいて

おります。不足等がございましたらお近く

の者までお申し出ください。会議の支障と

なりますので携帯電話につきましてはマ

ナーモードなり電源を切っていただきま

すよう、よろしくお願いいたします。 

歯黒委員におかれましては少しおくれ

るという連絡をいただいておりますので、

ご紹介いたします。 

なお、事務局のほうでございますけれど

も、技監と河港課長につきましては、議会

と重なってしまいまして、そちらのほうに

出席をいたしておりますのでご了承いた

だきたいというふうに思います。 

それでは、今後の進行につきましては大

橋座長様によろしくお願いをいたします。 

 

２．議事  
・事務局説明 

○大橋座長 皆さん、こんにちは。師走に入

りまして大変お忙しい中にもかかわりま

せず、委員の皆さんにおかれましてはご出

席を賜りまして大変ありがとうございま

す。 

それでは、早速ではございますが滋賀県

流域治水検討委員会第８回の住民会議を

開会いたします。まず、事務局からこれま

での経過を含め本日の内容について説明

を求めます。 
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○事務局（中川） 流域治水政策室の中川で

ございます。本日は皆様お忙しいところお

集まりいただきましてありがとうござい

ます。 

 それでは、本日の討議内容について説明

させていただきます。なお、本日の資料は

事務局の手が遅い関係もありまして事前

に送付できなかったことをおわびしたい

と思います。 

 前回の第７回の住民会議では、公助に期

待する事柄につきまして委員の皆様から

多くの意見をいただきました。本日の議論

によって自助・共助における県民の役割と、

公助に期待する事柄についてまとめてい

ただき、資料の１としてお配りしておりま

す「水害から命を守る地域づくり 滋賀県

民宣言」が完成すると思っております。ま

た、「滋賀県流域治水方針（原案）」につい

て、住民会議の皆様にご説明したいと考え

ております。途中段階ではありますが、住

民会議での議論の内容を反映したものと

しております。会議の最後に、一般傍聴の

方にご意見を賜りたいと思っております

ので、よろしくお願いします。盛りだくさ

んの内容でございますが、活発なご議論を

お願いしたいと思います。それでは、よろ

しくお願いいたします。 

○大橋座長 それでは、本日いよいよ「水害

から命を守る地域づくり 滋賀県民宣言」

として提示している自助・公助・共助に関

する提言をまとめたいと考えております。

本日の議論を踏まえて 12 月 13 日のシンポ

ジウムで「水害から命を守る地域づくり 

滋賀県民宣言」を配布したいと考えており

ます。 

 まず、資料１の「水害から命を守る地域

づくり 滋賀県民宣言」は、前回の第７回

住民会議の委員の皆さんから事前にいた

だいたご意見を考慮いたしまして、作業部

会で内容の変更並びに更新をしてまいり

ました。特に、今お手元の水害から命を守

る地域づくりの県民宣言の資料１の資料

にございますように、Ｐ.３、４の樹形図、

住民会議からの提言と、同じくＰ.11 の公

助に期待する事柄について、新たに公助に

関する内容を追記しております。樹形図に

ついては、委員のご指摘を踏まえ公助を追

加し、木を支える土として表現させていた

だくことになりました。本日は全体の内容

について変更点を中心に柴田委員に説明

をしていただきまして、その後、北井委員

のほうからも公助についての説明を求め

るものでございます。 

 では、まず全体の内容についてですが、

もとの案を書いた時点から、その後、議論

を重ねたため、ずれが生じておりますので

全体の流れを見直してまいりました。柴田

委員から説明を求めます。 

 柴田委員、よろしくお願いします。 

 

・審議「水害から命を守る地域づくり 滋賀

県民宣言」について 

○柴田委員 皆さん、こんにちは。柴田です、

よろしくお願いします。それでは、お手元

に配付されている資料１についてご説明

をさせていただきます。まず、今回５ペー

ジ以降について、前回までにお配りした資

料というのは第３回あるいは第４回ぐら

いの時点で作成した資料になっておりま

したので、それぞれの文章を第４回以降の

議論を踏まえた内容になるようにつくり

直させていただきました。また、前回の会

議が終わった後から、皆様に資料について

の各ご意見を承りました。そのいただいた

意見も踏まえながら、一文一文を見つつ、

その全体での流れや言いたいことなどを

作業部会のほうで議論し、このようにまと

まったものが資料１となっております。 

 変更点ですけれども、基本的に大きく変

わっておりますので、一文一文僕のほうで

読み上げさせていただきたいと思ってお

ります。よろしくお願いします。 

 大きな変更点としましては、先ほども申

し上げましたように、５ページ以降が特に

大きく変わっておりますので、こちらにつ

いて説明をしていきたいと思います。まず、

４提言の内容、「水害から命を守る地域づ

くり 滋賀県民宣言」といたしまして、そ

の提言の背景と目的というものを最初の

５ページのところでご説明させていただ

きます。こちらは、この住民会議が流域治

水に対してどのような提言を行っていく

のか、どのような覚悟を持って宣言として

世の中に伝えていくのかという前提とな

るもの、あるいは伝えていきたいものが書

かれていますので、しっかり見ていきたい

と思います。 

 まず、提言の背景と目的としまして、『滋

賀県には日本一大きな湖である琵琶湖が

あり、約 120 本の一級河川が琵琶湖に注い
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でいます。これらの河川は、昔も今も日々

の生活や農業に使う水として、私たち県民

の生活に寄り添って流れ続けています。滋

賀県では、川の水を分け合って使うための

地域での決まりごとや、農業の中から生ま

れた水に感謝する行事など、地域の水を大

事に使う文化が今でも息づいています。昭

和 40 年代には住民による琵琶湖の水質浄

化のためのせっけん運動が巻き起こるな

ど、私たち滋賀県民は、大切な琵琶湖を預

かる者として高い環境意識を持つと言わ

れています。 

 現在、滋賀県の人口増加率は全国第４番

目で高い水準が保たれています。昔からの

文化や組織を受け継ぐ生活圏がある一方

で、新興住宅地の拡大など、新しい生活圏

が広がり県土を変化させています。昔なが

らの文化・知恵が残されながらも新しい生

活が混ざり合っている、これが「今の滋賀」

の特徴と言えるかもしれません。特に、人

口流入の多い県南部では、自分が住んでい

る地域が実際に水害にあった経験がある

ことや水害の危険が高いことを知らずに

住む人々もたくさんおられることが指摘

されています。また、滋賀県北部や農山村

地域などでは過疎化が進み、地域内の助け

合いだけでは水防活動や避難が困難にな

ってきていることも指摘されています。 

 このような中、昭和 30～40 年代以降、

滋賀県では大規模な水害が起きておらず、

そのことがかえって人々の水害に対する

危機感や関心を薄くしてきているようで

す。また、気候変動の影響のためか、集中

豪雨が頻発化してきています。洪水規模の

増大や、その頻度の増加も懸念されていま

す。その一方で、行政が行う河川整備には

限界があって、すべての洪水を川の中に閉

じ込められないということは、既に私たち

の共通の理解となっています。すなわち、

「水害は将来必ず起こるという覚悟」を持

つことが県民一人一人に求められている

のです。水害が起きるという前提に立てば、

そのときの被害を最小限にとどめる対策

こそが重要となります。最も避けたい被害

は人の命が失われることです。そこで、私

たちは「覚悟を持って水害から命を守る」

ことを目指すことにいたしました。この目

的を達成するためには、河川改修のように

川の中に水を閉じ込める治水だけでは十

分でなく、自助や共助による地域の備えや、

流域全体を視野に入れた総合的な対策が

実施されなければなりません。すなわち、

従来の「治水」の枠を超えた「水害から命

を守る地域づくり」を推し進めていくこと

こそが重要であるという結論に至りまし

た。そして、この目標の実現に取り組む決

意の表れとして、「水害から命を守る地域

づくり 滋賀県民宣言」と呼ぶことにいた

しました』という文章を、まず「提言の背

景と目的」というところに書かせていただ

いております。ご指摘などは最後にまとめ

て承ろうと思いますので、そのときによろ

しくお願いします。 

 では、続いて６ページのほうに移らせて

いただきます。ここでは、「私たちが目標

とする地域づくり」、「水害は必ず起きると

いう覚悟を持つこと」となっております。

ここというのは樹形図で言う木の幹のと

ころに書いてあるところを説明しており

ます。 

 まず、「水害は必ず起こる」という覚悟

を持ってということですが、ここについて

以下のような説明をしております。ここに

ついては、前回までお配りしている内容と、

各委員さんのコメントなどは大きく変更

しておりませんので、ちょっとその前の文

章だけざっと見ていただきたいと思いま

す。 

 「川の水は必ず溢れる」としまして、ま

ず『滋賀県で大きな水害は起きていません。

しかし、災害は忘れたころに必ずやってき

ます。「水害から命を守る地域づくり」を

進めるためには、何よりもまず、水害に対

する油断をなくすこと、水害は将来必ず起

きるという覚悟を持つことが大切である

と考えられます』。 

そして、「洪水対策に完璧はない」とい

うことで、『行政も、洪水対策として河川

改修などを行っています。 しかし、どん

な雨にも耐えられるような川にすること

は、現実的に不可能です。さらに、土地利

用の高度化や行政の財政悪化などによっ

て進捗が思わしくないのが現状』としてい

ます。 

さらに、「最近までは洪水に対する備え

や知恵があった」としまして、『行政によ

る近代的な治水が行われる以前は、各地域

に水害から身を守るための備えや知恵が

大きな役割を果たしていました。そこには、

水害は必ず起こるという覚悟があり、人の
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命を失わないためのルールがあったので

す。そして今、これらをもう一度見直すこ

とが求められています』としています。 

 最後に、「地域のことは地域で守ろう」

としまして、『少し昔までは多くの地域に

地域のことは地域で守るという意識が強

く根づいていました。どんな洪水からも命

を守るためには、私たちは改めてこのこと

を肝に銘じて行動しなければなりません』

としています。こちらのそれぞれの各委員

さんのコメントからまとめた内容という

ものをここに書いております。 

 この覚悟をもって３つの地域づくりを

目指しますというところが、次の「地域づ

くりの３つの目標」というところに書かれ

ています。『水害から命を守る地域づくり

を進めていくために、以下のように地域づ

くりの３つの目標を定めたいと思います』。

その①としまして「安全な避難ができる地

域づくり」、その②「地域の防災組織が元

気な組織づくり」、その③「先人の知恵と

新しい情報を共有できる組織づくり」とい

う、樹形図にも書いてある３つの言葉が書

かれています。それぞれ、その①、その②、

その③について説明しているのが７ペー

ジになります。これも読んでいきます。 

 まず、「安全な避難ができる地域づくり」

としまして、ここでは、まず住んでいる住

民の方が安全に避難できる地域をつくる

ことが大切だということが書いてありま

す。『水害で人の命を失わないためにはど

うすればいいかと考えたとき、重要なのは

安全な避難ができることです。そのために

は、私たちが危ないときには避難しなけれ

ばならないという意識を持つことが必要

になります。さらに、地域で避難するため

のルールと道具を持ち、水害に備え、いざ

水害に襲われたときにみずから判断して

安全に行動できるような地域づくりをし

ていくことが重要です』としています。 

 次に、安全な避難ができるためには地域

の組織が元気でないといけないというこ

とで、その②があります。『私たちは命を

守る方法を議論していく中で、地域全員の

安全を守るためには、個人の力だけではど

うしても限界があるということを改めて

認識しました。やはり地域が一丸となって

水防活動や避難行動を行うことで大きな

効果が生まれます。そのとき、地域にある

防災組織が非常に重要な役割を果たしま

す。ですから、私たちは地域の中で防災組

織が元気に継続できるような仕組みをし

っかり考えていく必要があると感じまし

た。これからは、今まで関心の少なかった

人を巻き込み、将来にわたって楽しみなが

ら真剣に防災について考える、そんな組織

づくりが必要なのではないでしょうか』と

しています。 

最後に、「先人の知恵と新しい情報を共

有できる地域づくり」としまして、『地域

には今もなお、水害に対する備えにつなが

る先人の知恵が数多く残されています。こ

れらは水害時に危険な箇所、ふだんからの

備え、いざというときの対応方法など水害

から命を守るために役立つ知恵なのです

が、少しずつ忘れられ始めています。一方、

行政は川の安全度、洪水時の水位、氾濫特

性など水害時に役立つ新しい情報を多く

持っていますが、私たち住民がうまく活用

できているとは言えません。そのため私た

ちは水害から命を守るために、これらの先

人の知恵と新しい情報とをしっかりと共

有し、活かしていくことが大切だと考えて

います』というふうにしております。 

では、８ページのほうに移っていただい

て、ここからはこのツリー図で言うそれぞ

れの根っこの内容を説明するところにな

ります。このツリー図の各根っこで何が言

いたいんやという、その下に書いてあるこ

とをまとめましたのが、その上に書いてあ

る文章です。一つずつ読んでいきます。 

「目標とする地域づくりを実現してい

くために」として、各４つの根っことなっ

ています。まず、１つ目の根っことして、

「知恵を広める（みんなで伝え合うわかり

やすい情報）」。『水害で人の命を失わない

ためには、水害の危険に対して全ての人が

普段から備える、いざ水害が起こったとき

には適切な避難行動をとれるようにして

おくことが重要です。このためには、先人

の知恵と新しい情報を共有し活用するこ

とが必要となります。具体的には、水害の

備えに役立つ地域の情報や知恵を共有す

る仕組みを地域の中に作り上げること。水

害に役立つ情報を行政は積極的に公開す

るようにし、住民による活用を促すように

すること。さらに、避難や水防活動に関す

る情報をわかりやすく伝達する工夫をす

ることなどが挙げられます。その際、住民

が実感を持ち、切迫感を感じられるように
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情報を伝える工夫をすることや適切に避

難できるように地域自らが工夫すること

などが望まれます。』以下、下にかいてあ

ることはツリー図に載ってある今までの

文章と同じものです。 

では、次の９ページに移ってください。

９ページでは、第２の根っこである「人を

つくる（誰もが役割を果たす）」というと

ころについて説明をしてあります。『地域

の全ての人々が普段からの水害に備え、い

ざ水害が起きた時には、自分たちで判断し、

自分たちで行動できるような社会を目指

します。このために地域全体で日ごろから

水害が起こるという実感が持てるよう、実

際の被害がイメージできる防災訓練を心

がけ、防災訓練に多くの人が参加できるよ

うな工夫を行っていく必要があります。ま

た、道具を揃えることや水害に強い住まい

をつくるなど、自分たちでふだんからでき

る備えをしっかり行うことも重要です。 

また、普段から地域の担い手がいないの

では防災活動を行うことが困難になりま

す。いざというときに人材を確保できるよ

うな仕組みを作っていくことがポイント

となります。さらに、組織には熱いリーダ

ーは欠かせません。その地域を大切にする

思いを持つ、そのような人材を育てる仕組

みも地域で備えておく必要があります』。

そして、「人をつくる」の説明があります。 

済みません、長くなりましたけれども、

次に、第３の根っことして「組織をつくる」

の説明があります。『地域全体を守るには、

個人でできることには限界があり、地域で

一丸となって行動することが大切です。地

域での行動を効果的に実施するためには、

適切に防災を担う組織が地域に存在する

ことが重要です。しかし、まだ組織のない

地域、あるいは残念ながら形骸化してしま

い、実際の活動が行われていない地域もあ

ります。そういった地域に活発で持続的な

組織を作らなければなりません。さらに、

充実した活動を実施するためには、組織に

所属しない人にも水防に関する情報を伝

える仕組みが必要でしょう。 

また、自主防災を担う組織の活動を活発

にし、持続性を持たせるための取り組みも

重要です。例えば、自分たちのレベルアッ

プや活性化をはかるために交流活動を実

施したり、楽しみながら継続的に活動でき

ように歴史を調べたり、川で遊ぶなどの工

夫が挙げられます。 

さらに、水防活動や避難、助け合いのル

ールを自分たちで作るなど独自の工夫も

重要です。社会福祉協議会や民生委員など

と連携することで、災害時要援護者の方も

安心して避難できるルールづくりも重要

です』。 

 最後、１１ページに移っていただいて、

「仲間をつくる」というところの思いが説

明してあります。『いざという時に協力で

きる団体と普段から連携体制を作ってお

くことは重要です。例えば、周辺の企業や

事業体と連携体制を築いておき、水防活動

や避難時の協力ができるような体制を作

ることなどが考えられます。また、地域相

互間で避難時の物資や避難所の協力体制

を作り上げていくことも有効でしょう。 

また、地域の外には同じ志を持つ団体が

たくさんあります。そういった団体と議論

する場を設けネットワークをつくってお

くことは、水害時に互いの心強い助けにな

るはずです。』 

 ということで、それぞれの樹形図の中身

を説明しているんですけれども、それぞれ

のところで言いたいこと、言いたい思いな

どを最初に言えたらなということで、この

ような説明文をつけさせていただいてま

す。ほとんど前回までの資料とは変わって

いますので、時間もないということですべ

て読ませていただきました。この後、ご指

摘などがあれば、また議論していきたいと

思いますので、よろしくお願いします。 

自助・共助に関しては以上です。 

○大橋座長 ありがとうございました。今、

変更している箇所等々につきましては、今

回事前に資料を送らせていただいてなか

ったという形で読み上げていただいたの

が現実でございます。ここのことで議論を

させていただいたらいいかもしれません

が、公助について北井さんのほうから続い

てやっていただきたいと思いますが、よろ

しいでしょうか。 

 それでは、この前にはこの樹形図の中に

公助もきちっと入れていく必要があると

いうことのご指摘もいただきましたし、ま

た皆さんからのご意見なんかも入れてい

ただこうという形で、この樹形図と、いわ

ゆる公助にかかわる土という形で位置づ

けしましたんですが、土と根っこを一体性

のある樹形図ができ上がったかなと思っ
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ておりますし、その辺の変更をどこに持っ

ていくかという位置づけに非常にご苦労

をいただいたわけなんですが、やっと公助

の位置づけというのができましたので、そ

の公助の分について北井さんのほうから、

前回の第７回のときに議論をしていただ

いているんですが、もうちょっと深めてい

ただくのも含めまして北井さんのほうで

よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは北井さん。 

○北井委員 北井です。では、「公助に期待

すること」というところの説明をさせてい

ただきます。 

 前回の７回のときに皆さんにいろいろ

ご意見を出していただいて、前にばあっと

書かせてもらったものがありますが、それ

を２回の作業部会を経まして、全体のもの

を分類して整理をしまして、さらに今まで

の公助と自助・共助のところで話してたと

きに出てきていた公助だけの話というの

が何個かあったんですけれども、そういう

ものもちょっと拾って、それをまとめたも

のを作成して、この 11 ページの後半から

12 ページに載っていることにまとまって

おります。こちらのほうもちょっと初めて

ごらんいただくと思いますので、読ませて

いただこうと思います。 

 冒頭は説明ですので、①と②という大き

な２つに分けておりまして、事務局からの

説明があったような自助・共助を助けるた

めの公助というものと、あとは公助の安全

を高めるための公助という、こちらが公助

に求めることということの２種類に分か

れているのが①と②です。読ませていただ

きます。 

 『水害から命を守る地域づくりを進める

ためには、自助・共助はもちろん重要です

が、それでは十分ではありません。そこで、

私たちは行政が行う公助に対して、①私た

ち住民の防災活動を支援すること、②私た

ちが住む地域の安全性の質を高めること、

を求めます』ということで、①は今まで出

てきていた自助・共助を高めるための公助

というところの説明が書いてあります。 

①が「私たち住民の防災活動を支援する

こと」ということで、『住民会議での議論

を通じて、水害から命を守るためには自

助・共助（住民の防災活動）が重要である

という共通の理解が得られました。また、

地域の防災活動に対して行政からの適切

な支援があれば、より効果的な活動が可能

となることが明らかになりました。地域防

災力を高める「第１の根っこ」から「第４

の根っこ」では、私たちの自助・共助を促

す公助についても提言しています。これら

は大変重要であるにもかかわらず、公助と

して力点が十分に置かれていたとは必ず

しも言えません。そのため、私たちは行政

が行う公助に対して「第１の根っこ」から

「第４の根っこ」に示すような”自助・共助
を促す公助”の充実化を求めます。』という
ことで、根っこの中に入っている公助の部

分というのをここで説明しております。 

 ②の「私たちの地域の安全性の質を高め

ること」というところに、第７回で出して

いただいた要素が含まれたものを分類さ

せていただいております。冒頭は説明にな

っておりまして、後半の黒い四角で３つあ

りますが、そこに３つに分類させてもらっ

たものとしてまとめさせていただいてお

ります。読ませていただきます。『これま

で行政は地域の安全性を高める役割を果

たしてきました。しかし、気候変動の影響

や周辺地域の被災状況を見ると、県内の安

全性が十分とは言えません。したがって、

財政難の中にあっても今後も着実に地域

の安全性を高める施策を進めることを求

めます。これまで治水といえば、ともすれ

ば河川改修などの川の中の対策に限定し

て議論されることが多かったのではない

でしょうか。もちろん、すべての洪水を川

の中に閉じ込めきれるのであれば、それに

越したことはありません。しかし、住民会

議での議論を通じて、川の中の対策だけで

水害を防ぎ切れないことも明らかにされ、

それは既に私たちの共通の理解になって

います。 

 このようなことから、私たちは地域の水

害に対する安全性を高めるために、次の事

項を公助に求めます。』ということで、分

類している３つということになります。３

つが、頭から言いますと、一番上のものは

河川の整備だとか川の安全度のことにつ

いてまとめた要素が集まったものです。そ

れで、頭書きにまとめてある文章は、『川

の安全度を高める話だけにとどまらず、流

域全体の視点からあらゆる対策を講じて、

私たちの住む地域の安全度を高めること。

また、治水安全度という概念で上限を設け

るのではなく、それを超える洪水が起こる
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ことも考慮した対策とすること。』という

河川整備に関する内容がまとめられてお

ります。要素自体の文章を初めて見ていた

だくと思いますので、１個ずつ一応読ませ

ていただきます。 

 一番上から、『まずは河川の着実な維持

管理を行う（河川環境も考慮）。次に地域

の実情に応じた河川整備を実施する。』２

番目が、『源流における森林整備を強化す

る。遊水地機能を持つ公園の整備や各戸へ

の貯水タンク設置を行う。』『霞堤や水害防

備林など昔の人の知恵を活かすなど、超過

洪水も考慮した河川改修を実施する。』『街

中で急激な破堤を起こさせないように堤

防強化を積極的に実施する。』最後は、『危

険箇所での土地利用規制や建築指導を行

う』ということになっております。 

２番目と３番目は体制の話、どうやって

地域や住民の命を守っていくかという意

味での公助の部分というのをまとめたも

のになっています。特に、２番目は道具の

整備だとか情報の整備というところに重

点を置いたものがまとまっていると思い

ます。 

 ２番目の頭書きから読ませていただき

ます。『命の危険が迫ったときに、住民と

水防活動団体が危機対応を効果的に行え

るように事前の準備を充実すること。』頭

から、『地域の危険度(河川の流下能力や氾

濫特性など)の把握と積極的な公表を行う。

公表時には情報の限界も明示する。幅広く

適切に情報が共有されるように（視覚化す

るなど)、分かりやすい形での情報提供と

積極的・継続的・対話的な普及活動を実施

する。』２番目が、『実効性のある水防訓

練・情報伝達訓練を実施する。』３番目、『避

難の準備や判断が確実・迅速にできるよう

に防災行政無線等の情報入手手段を充実

させる。』『水防倉庫の整備、水防活動に必

要な資機材を提供する。』『緊急時の災害時

要援護者の避難を考慮し、社会福祉協議会

等との連携体制を強化する』という以上に

なります。 

 最後が、人や組織にかかわる体制の部分

というのをまとめられたものになってま

す。頭から読ませてもらいます。『治水の

進め方を決める場合には、住民とともに議

論をするなど、住民と行政が一体となって

安全な地域づくりが進められる体制を整

えること』として、一番頭から『住民と行

政が一体となって安全な地域づくりに取

り組める組織（川づくり会議など）を設置

する』。２番目が、『住民と行政とで互いの

関心事が共有できるように住民と行政と

のパイプ役となる“水害に強い地域づく

り”のコーディネーターを設置する。』最

後が、『行政職員が、自分たちも地域の一

員であることを自覚し、住民との対話の中

で何事も“できません”ではなく、“一緒

に考えましょう”と言える行政風土を創造

する』という、以上の点をまとめさせてい

ただいております。 

 以上、公助に期待することのまとめの説

明を終わります。 

○大橋座長 はい、ありがとうございました。

今、全体的な変更及び公助の問題、前回第

７回のときに議論をしていただいたやつ

をまとめさせていただくという形で、大体

まとまってきたかなというような感じで

ございますが、特に公助の面につきまして

は、この前議論を重ねいただいた分を大枠、

その３つのポイントに分けて集約をした

というような感じでございます。全体的な

状態で、まず皆さんのご意見を承るという

形にさせていただきたいなと思いますが、

よろしくお願いしたいと思います。 

○成宮委員 言葉だけなんですが、教えてく

ださい。 

○大橋座長 はい、成宮さん。 

○成宮委員 柴田さん、教えてください。滋

賀県は大きな水害は起きていませんと言

うんですが、その大きい、小さいの判断と

いうのはどういうところが入ってくるん

でしょうか。私のイメージでは、滋賀県は

大きな災害は多く起こっているんです。 

○柴田委員 僕の認識としましては昭和 36

年の台風のやつだとか、そういったちょっ

と、確かに大きい、小さいというのを言う

のはどうかと思いますけれども、僕らが生

まれてから滋賀県でニュースになる水害

が起きたかなと思ったときに、余りそうい

う実感がないので、ここ三、四十年代以降

災害に滋賀県が見舞われているという実

感がないというので、その危機感や関心が

薄くなってきている原因なのではないの

かということで書かせてもらっているん

ですけれども。 

○成宮委員 ちょっとぎりぎりいっぱいな

んですけど、前ページ中間ほどに 40 年以

降ということが書いてますね。 
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○柴田委員 はい。 

○成宮委員 それで、今、大橋さんがおやり

になっておられる、いわゆる日野川という

のは 37 年ぐらいだったと思うのですけれ

ども、今やっとこういうふうな明るい状況

になってきているんですね。その間にも必

ず湖東地域、そして湖西には大きな災害が

起こっています。人身事故があったかどう

かというのは、ちょっと数から考えて何人

というのは記憶にはありませんけれども、

最近問題になっているダムの計画のあっ

たところというふうになるんでしょうか、

今の時点では、そこには必ずそういった大

災害が起こっているわけです。 

 こういうふうなことで一つは琵琶湖と

の調整と言いましょうか、下流との水の調

整の問題もあったのですけれども、そこで

いろんなことの中で今現在としては、もう

やめたというところになっているわけで

すね。そのもともとのところには必ず大き

な災害があったはずなんです。だから、こ

ういうふうに時限を決めて書くか、その辺

をもう少し修正いただければ、より的確な

訴えができるのと違うかなというふうに

思うのですが、いかがでございましょうか。 

○大橋座長 成宮さんのご指摘をいただい

て、まずそんな感じをひしひしと受けます

ね。というのは、過去、滋賀県は特にいわ

ゆる天井川というんですか、そういう川が

おおむね多く見られるという形の中で、水

害等で苦しめられてきた歴史があります

し、その 30 年、40 年以降ということに限

定するのではなしに、その辺をもうちょっ

と大きな水害が起きてないと限定するん

じゃなしに、過去苦しまれてきたと、しか

し近年は特に大きなという状態に切りか

えるか、何かそういうことが必要かもわか

りませんね。何かこの件についてご意見が

あったら。 

 はい、北井さん。 

○北井委員 昭和 30 年から 40 年以降のイメ

ージですけれども、私もそれほど詳しくな

いですが、昭和 28 年の台風だとか昭和 34

年の伊勢湾台風だとか、１本の河川で何カ

所もの上流から決壊しただとか、床上浸水

みたいなのが起きてたりという水害が 30

年代後半とか 40 年に差しかかるぐらいま

では多かったのではないかと思うんです

ね。そういうふうな意味で大規模な水害と

いうのは、ここのところでは、私はそれ以

降そんなに詳しく知っているわけではな

いですけれども、そういう規模のものは起

きていないのではないかなと思いまして、

特に頻繁に頻出していたという意味で昭

和 40 年代以降という表現があっても大き

な違和感はないのではないかという気は

します。 

○成宮委員 伊勢湾台風というのは、割合、

滋賀県の人はよく覚えているんですよ。だ

から、そういうイメージが伝わってくると、

そういうふうなこともきっかけづくりに

なるだろうと思いますので、修正ができる

のだったら、できなければもうしょうがな

いですが、できるのだったら例えば伊勢湾

台風などという、そういうふうなことを入

れていただけると。今は台風の名前も 13

号とか 15 号とか数値化されていますけれ

ども、伊勢湾台風というのはイメージとし

ては結構大きなイメージがありますので。

それと、名古屋の港区の防災センターは確

実に伊勢湾台風、あそこは貯木場のあれか

ら、そういうふうな状況なども踏まえて、

それがメーンになっていますが、あのよう

に、ひとつ非常に頭に残っているものを、

地域の皆さんにとったら言葉で言うとト

ラウマみたいな感じになるんでしょうか、

そういうふうなことはやっぱり載せるべ

きではないかいなと思いました。 

○大橋座長 今、何らかのご指摘をいただき

ました件につきましては、この部分につい

て後日、作業部会等で修正を加えるという

ぐあいにさせていただきます。だから、今

きちっと思いが伝わるかわかりませんが、

私も思いがありますし、その辺を踏まえな

がらここの部分については一部修正を加

えるということにさせていただきたいと

思います。よろしいですか。 

 はい、中村委員。 

○中村委員 その点で、成宮委員がおっしゃ

ったこと以外に、ことしも夏には長浜のほ

うで水害が起こってますので、やはりそこ

で被災をされた人については大きな水害

を受けたという感覚がありますので、そう

いう点も少し加味したような表現にして

いただきたいなというふうに思います。 

○大橋座長 はい、参考にさせていただきま

す。 

 他に、松尾さん。 

○松尾委員 今のご意見ですけれども、よそ

の都道府県に比べましても確かに大水害
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は少ないです。やはりこれは琵琶湖のおか

げと私は思っております。この書き方に少

しまずいところがありますけれども、字句

をもう一度ご検討願えればと思ってます。 

 もう１点ですが、ちょっとその二、三行

上のところに、滋賀県の北部や農村地域な

どでは過疎が進み、北部と指定されており

ますので、上から言うと 12 行目ぐらいで

すけれども、滋賀県の北部や農村地域など

で過疎化が進みという文章がございます

ね。北部というと、もう湖北地方しかイメ

ージができませんので、やはり過疎化とい

うのは滋賀県各地域で起こっていること

だと、ごく一部だけが人口が増加している

状況ですので、このあたりの北部というこ

とにちょっと私はひっかかっております。

各地域でもいいのではないかなと思って

おります。その辺の字句訂正ですけど、ま

ことに申しわけございません。 

○大橋座長 はい、この件について柴田委員

さん、何かご意見はありますか。 

○柴田委員 松尾委員のおっしゃるとおり

だと思います。ただ、僕らのイメージとし

て、南部では大津や草津などを始め人口が

増加しているイメージがあり、一方で北の

ほうというのはどうしても人口が減って

いるなというイメージがありましたので、

そこを強調することでメッセージ性が出

るのではないかなと思って、一応、南部と

北部という分け方をさせていただいてい

ます。ただ、おっしゃるとおり、もちろん

な過疎化が進んでいるのは滋賀県北部だ

けではないですし、人口が増加しているの

も南部全部が増加しているかと言われる

と、そういうわけでもないので、ちょっと

これについては考える余地はあるのかな

と、何かちょっと僕も今思いました。 

○大橋座長 はい、この部分についても一部

字句訂正をさせていただくということに

させていただきます。 

○松尾委員 結構です。 

○成宮委員 ちょっともう一つ言っていい

ですか。 

○大橋座長 はい、成宮さん。 

○成宮委員 恐れ入ります。６ページの地域

のことは地域で守ろうという言葉があり

ますが、この言葉に対してこれから言おう

とするのではなくて、全体的に私たちの提

言することは、地域と要するに三位一体に

なっているところが初めて優先順位、ラン

クがあってできていくのかなと、これはう

がった見方でしょうか。この自分たちのと

ころに防災組織がきっちりでき、そして通

常維持管理と言いましょうか、草刈りなど

をして通常の管理ができやすいような状

況を保つ、そういう地域になった、初めて

そこで治水工事をしていただけるのかど

うか、そういうふうにしなさいと言ってい

るのかどうかなんです。 

 川づくり会議でも検討します、何々しま

す何々しますというようなことがいっぱ

いあったのですけれども、そのときもそう

だったんですが、お金がないのに何でこん

なふうに検討します、しますという言葉が

出てくるのかなということを常に考えて

いました。そういう中でお金がないという

のも一つの理由にはなるだろうとは思う

のですが、そういうところで防災の問題で

もそうなんですが、すべて自助・共助・公

助という格好で３つが１つにならないと

何もできないのだというふうな、地域にと

ったら物すごい強迫観念が出てきている

んです。 

 だから、このことに対してどういうふう

に扱っていったらいいのかな。このごろ社

会というのは、もう強迫観念で動いてます

よね。だから、そういうふうなことで本当

にいいんだろうかなという気が最近物す

ごく強く感じるようになったんです。優先

順位をつけるのを我々が求めようとして

いるのかどうか。 

○柴田委員 優先順位をつけるのを求めよ

うとしているのかどうかと。 

○成宮委員 ３つがそろってあるから、とい

うか自助・共助があるから、だからこれは

公助をしましょうというふうなことで、ま

ずその３つがそろったから「よっしゃやっ

たろうか」というふうな格好になるのかど

うか。もともと河川の管理者の中には水五

訓という熊本から来ている言葉がありま

すね。「もともと河川管理者というのはそ

ういう位置づけにあったはずやのになあ、

何でかな、お金がなくなったからかな」と

いうふうなことを思うようになってきた

んです、うがった見方ですけれども。だか

ら、そういう意味でこの３つがそろって初

めて、自助・共助の部分がそろって初めて

これだけ地域の人が苦労されているのだ

から、優先順位はそしたら上のほうにつけ

てあげようかというふうなスタイルを
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我々が求めているのかどうか。そういう意

図があるのかないのかだけで結構ですが。 

○柴田委員 そういう意図はないですね。と

いうのは、そろわないと地域を守れないと

かではなくて、地域に住んでいる人たち全

員の命を守るためにどうしたらいいのか

というのを考えたときに、やはり今までの

公助に任せた公助だけの治水というもの

だけでは、あふれるという前提に立った場

合に、どうしても命を守るのは無理だろう

と、100％すべての人の命を守る保障はで

きないだろうというのが、この住民会議で

の一つの思いかなと思いまして、ではその

ため行政に頼りきるのではなくて、やはり

その中で自助・共助、自分で守るという意

識であるのか、地域のことは地域みんなで

助け合って守りましょう、そういったもの

もの必要ですよと。それがないと公助は動

いてくれませんではなくて、それもないと

自分たちの命を守れないのではないでし

ょうかという思いが僕はここにあると思

って書いてますので、それがないからどう

とか、それがないから何もしないよとかで

はなくて、やはり僕たちの意識としてそう

いう意識を持つことが大事なのではない

かなという思いです。 

○成宮委員 ということを記録にとどめて

おいてほしいなと思います。 

○柴田委員 はい。 

○大橋座長 今、成宮さんがご指摘されまし

たように、私もこの会議も８回やらせてい

ただいた中で、今にまで古来いわゆる治水

というのは、それぞれの地域でいわゆる二

線堤だとか遊水地だとか、また霞堤だとか

いろいろつくってこられましたね。ところ

が、今の近代治水になってからというんで

すか、それが皆川の中で全部とどめてしま

おうという形で来ているのが今日ではな

いかなと。それで、いわゆる行政のほうも

河川改修をしたら、それが水害を皆守るね

やという感覚になりつつあったのではな

いかなと。それで、その備えを怠ってきた

のではないかなと。また、一方住民のほう

も、いわゆる河川改修をしてもらったら何

とか行けるのではないかという錯覚、最近

の温暖化等によって集中豪雨等に対応で

きるのか。いわゆる洪水でも大丈夫なのか

という言い方になると、そうでもないよう

になってきたというような形から、もう一

遍昔の生活の知恵も働きながら、行政もき

ちっと今現在の状態は水害が起こるよと

いう認識に立ってもらって、我々住民もそ

れに備えることもしていかないといけな

いのと違うかと。 

 だから、今回の樹形図の中でも、いわゆ

る公助は土やと、原点やという中で、この

最終的に命を守るのは、その土があって木

が茂り、４つの根っこがお互いにリンクし

た中で人の命を守ることができるのだと

いうことで、住民と行政が一体となってや

らないといけないと、このことをこの樹形

図であらわさせていただいたのではない

かなと。 

○成宮委員 いや、別に反対しているわけで

はなくて、そうではなくて、そこのところ

をきっちりと伝えておかないと、それは今

は皆さんこうしておられるけれども、何年

かたったら確実に転勤とか、そういうよう

な組織が変わってしまいますね。そういう

ことをきっちり書いておかないと継承が

できないということを、ちょっと今おっし

ゃったように、これの作成に当たりとかい

うようなことで残していただくと一番い

いのと違うかなと思うんですね。そうする

と、その意思が伝わりやすい。日本語は難

しいということなのですけれども。 

○大橋座長 はい、わかりました。 

 はい、中村委員。 

○中村委員 いろいろ苦心してつくられて

いるのに意見を言うのはおこがましいか

なと思ったのですが。「私たちが目標とす

る地域づくり」の６ページですが、この中

の最近まで洪水に対する備えや知恵があ

ったというところで、近代的な治水が行わ

れる以前、この近代的な治水というのは何

を、いつの時点を指すのかということが非

常に難しいなと。例えば、昭和 30 年ごろ

まででしたら地域でいろいろ、日野川の流

域でも知恵を働かせて半鐘で知らせたり

いろいろやっているわけですね。ところが、

明治ごろから近代治水ということで、いわ

ゆる河川行政というのはやられているの

で、やっぱりここは都市集中とか高度経済

成長とか、そういうぐらいの、ちょっとば

っくとした表現のほうがいいのかなとい

う感じがちょっとしました。ご検討いただ

ければ。 

○大橋座長 今、近代治水というのはいつか

らそういう呼び名にしたのだというよう

なことでございますが、確かに言わんとし
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ているのは、先ほど私も申し上げましたよ

うに、いわゆるこの素掘りですね、昔は３

面張りではなしに、そういう状態のときに

は、それぞれの地域は地域で、先ほど申し

上げましたように、そういう二線堤やとか

遊水池やとかそういうのをつくっていく

という状態をしてきたということから、一

般的な表現で的確にいけるのではないか

という形で直させていただいておるんで

すが、この件についても今の中村委員のご

指摘のとおり、この辺についてはもう少し

表現を、近代治水ということにかわる表現

があればという形で一遍考えさせていた

だくということでよろしくお願いしたい

と思います。 

 他にございませんでしょうか。はい、杉

本委員。 

○杉本委員 １つは漠然としたテーマなん

ですけれども、私たちがこの中で使ってい

ます行政という言葉なんです。行政の内容

は何だろうというのをちょっと議論、確認

だけしておきたいと思います。 

○北井委員 私も改めて言われると自信が

ないので。私が考えるというので思うとこ

ろを言いますと、前回、公助に期待するこ

とと書いておりまして、公助、公というこ

との行政のとらえ方で議論が出た中では、

県の職員の方とか市の職員も含めてとい

うふうな話で、それぞれの自治体のことと

いうようなイメージで皆さんのご意見が

あったかと思うんですけれども、これは県

に提出する提言書であるというのもあり

ますので、県に対する意見ということにな

るんでしょうけれども、大きな意味では、

できれば気持ちとしては、国だとかもうち

ょっと大きなところの河川行政というも

のに対しての意見というぐらいまでの規

模にはなってほしいなという気はしてい

ます。 

○杉本委員 私の提案ですけれども、これは

県に出すものですので行政とは県に限っ

たほうがいいのではないでしょうか。 

○大橋座長 公助のところを県という形、滋

賀県。 

○杉本委員 はい。行政という意味も、行政

でいいのですが、私たちの中ではこの行政

は県であるというふうに解釈したらどう

でしょうか。 

○大橋座長 もちろんそのつもりをしてお

るのですけれども。それゆえに、宣言案が

「滋賀県民宣言」という形でいただいてま

すので、この公助、行政というのはイコー

ル県だという考え方をしております。ただ、

その中に地方自治体がありますので、市町

村の自治体も、これは傘下という形で同じ

ような考えになってくるのではないかな

と、こう思うんですけれども。 

○杉本委員 今、北井さんの意見とは少し違

いましたけれども、委員長の意見でいいと

私は思います。そこをよろしくご理解お願

いします。 

○大橋座長 はい、ありがとうございました。

そういう意味をみんな持っていると共同

認識はしているつもりなんですが、いずれ

にしても公助の中の行政というのは県や

と、イコールやという感じをしております

ので、それは共同認識をせないかんのでは

ないかなと。それは改めてそうさせていた

だきたいと思います。 

 他にございませんか。 

○杉本委員 もう１点、12 ページの最後の３

行ですが、私これでいいと思うんですが、

この２つ目とこれ、行を合わすとか、また

はこの３行を 12 ページの「治水の進め方

を決める場合には」というところの次の行、

別のところへぽんと入れるとか、何とかそ

ういうふうな考え方はできませんか。 

○大橋座長 もう少し、ちょっと。 

○杉本委員 「行政職員は自分たちも地域の

一員であることを自覚し」というところで

すね。これを前の文章と続けてしまうとか

ですね。 

○成宮委員 もっと太字にしてほしいなと

思っていますが。 

○杉本委員 ええ、私も、その意見も半分は

あるんです。項目を変えてほしいなという

こともあるんですが。 

○大橋座長 今、杉本さんのお話が出たので

すが、成宮さんも。 

○成宮委員 そこの部分については同じな

んですが。ちょっとだけ時間をちょうだい

したいのですが。 

○大橋座長 

 今の話についてはどうなんですか。 

○成宮委員 今の話については太字にして

ほしいぐらいだと。もう少しインパクトの

ある書き方で訴えていきたいなという気

持ちを持っています。 

○大橋座長 といいますと、「行政職員が自

分たちも地域の一員であることを自覚し」。 



2008.12.1 滋賀県流域治水検討委員会第 8回住民会議 

- 12 - 

○成宮委員 以降この３行ですね。できれば

黒四角の太字になって出ていたほうがい

いのと違うかなというふうに思います。 

○大橋座長 もっと大きくせいと、強調せい

と、こういうことですね。 

○成宮委員 後輩たちには怒られそうです

が。 

○大橋座長 この件については精いっぱい、

この前からちょっと議論があって、これを

ちょっとやめておこうかというようなこ

ともあったのですけれども、こういうこと

がやっぱり住民の人からは、そこは先頭に

なってやっていただけたらいいけれども、

地域は地域で頑張らないといけないとい

うことの一つの押さえになるのではない

かなということを思って、こういうふうに

書かせていただいたのですが、もうちょっ

と大きく強調せいと。 

○成宮委員 一昔前の町役場はそうなんで

すよね。消防団活動、機動隊にしてもそう

だったんですが、町の職員が機動隊員とし

て必死になって消火活動に当たってます

よね。あれと同じイメージでございます。 

○大橋座長 この件については、成宮さんの

ほうからもこの前のときにも、自分が県職

員のときにはそうだったかなと反省して

いるのやということの状態もご指摘いた

だいたので、この程度でとめておこうかな

と、こう思わさせていただいたので、ご理

解をいただきたいなと思うのですが。 

○成宮委員 もう１つだけちょっと、もしも

入れていただけるならということで、10 ペ

ージの３の根っこのところの「組織をつく

る」という説明文の中で下から２行目「社

会福祉協議会や民生委員などと連携する

ことで」というふうに書かれているのです

が、こういう特定のところだけが出てくる

と、ここに書いてあるではないか、そうし

たら地域の組織の中に確実に入れという

格好の脅迫みたいなものがあるだろうと

思います。これはあくまでも自治会の中の

活動として、これは厚生労働省の大臣の承

認にはなってはいるものの、推薦母体は各

自治会ですので、自治会のほうの名前のほ

うがいいのではないかなというふうに思

います。「独自の工夫も重要です」に続い

て「自治会などと連携することで」という

ふうなイメージに持ったほうがいいので

はないかなというふうに思うのですが、こ

れは皆さん、ご意見いかがでございましょ

う。 

○大橋座長 はい。今、成宮委員さんのほう

から第３の根っこのところの 11 行目です

かね。10 行目ですか。「独自の工夫も重要

です。社会福祉協議会や民生委員などと連

携することで」と、これは大分議論が出た

ところなんですね。何回目か忘れたんです

けれども、これを絶対せんことには、自治

会だけではというのは、自治会も傘下にな

っているわけですけれども、例えば自治会

長さんがこのごろ個人情報の保護の問題

で、出ていかれた入られたという状態が把

握できてないと、民生委員しかわかってな

いというような形で、そういう意味であえ

て民生委員さんも入れておかないことに

は、住民の出入りの状態やらが把握できか

ねるというような議論があったかと思い

ます。そのためにちょっと入れさせていた

だいているのですが、皆さんのご意見を伺

いたいと思います。 

○成宮委員 民生委員さんは３年なんです

よね。そして、自治会の会長さんは特に１

年というギャップがあるものですからね。 

○大橋座長 松尾さん。 

○松尾委員 今おっしゃったとおりで、自治

会長は大体１年交代が普通です。長くても

２年ですし、民生委員や福祉団体のほうは

３年４年と任期がございます。もう１つは、

自治会長は、障害者の家や高齢者の家、そ

の辺は全くわかりません。みんな民生委員

が握っております。これは守秘義務があり

ますもので、絶対に口外できませんので、

これはこのことをはっきりとここに打ち

出したほうが私はいいと、ベターという意

味で、前から私の言っていることなんで申

しわけないです。 

○大橋座長 中村委員さん。 

○中村委員 基本的には今松尾委員がおっ

しゃったとおりだと思っています。ただ、

僕は思うのですが、自治会長というのは行

政の特別職という位置づけにはならんと

思うんです。消防団長なんかはたしか公務

員の第３条３項職員でしょう。自主防災会

長もそういうふうにすれば行政の特別職

ということで地公法上の位置づけができ

るのと違うかと。議員さんもそうなのです

けれども、特別職の地方公務員。そうすれ

ば、別段個人情報の云々ということは問題

が起こってこないんです。 

 でも、やっぱり自治会長をやっていた経
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験から言うと、生活保護世帯でも絶対言っ

てくれません。そうすると、自治会費を納

めろ納めんから非常にもめるんです。だか

ら、そういうこともあって、そやけどそれ

は言えないと。あの人そうやからというこ

とを言うとまたややこしくなるわけです

ね。ですから、非常に難しいので、こうい

う形で連携をしてやっていかんと災害弱

者に対しての対応ができないのではない

かということだというふうに思いますの

で。 

 確かに、成宮委員がおっしゃるように、

社会福祉協議会とか民生委員だけが表に

出ておりますけれども、ここで大体問題に

しておりますのは、そういう障害者である

とか老人とかの、いわゆる災害弱者対策を

きちっと連携をとってやっていく必要が

あるのではないかなというふうに思いま

す。実際に、先ほど申し上げましたように、

自主防災会長が地公法上の第３条３項職

員なのかどうかということについても、市

町村によっても解釈が違うみたいですし、

そういう情報を得るということは非常に

難しいということがありますので、この文

言は置いておいてほしいなと思います。 

○大橋座長 はい、ありがとうございます。

ここで多々納先生からのご意見を賜りた

いと思います。よろしくお願いします。 

○多々納アドバイザー 今の件でちょっと

だけ言います。今の件は、私も松尾さんと

かに賛成なのですけれども。ただ、ちょっ

と文言を書きかえるだけでよくなるので

はないの。「自治会のみならず、」として「民

生委員などとも連携する」と書くと、両方

ともしなさいというイメージがあってよ

ろしいのでは。自治会の中で要援護者対策

をしなければいけないというような議論

も一方ではありますので、それは明らかだ

といえば明らかなのですけれども、やはり

両方書いておいたほうがいいのかなと思

います。以上です。 

○大橋座長 成宮委員、一応自治会もここへ

入れさせていただくということで今、多々

納先生のアドバイスをいただいて。 

○成宮委員 固有名詞が出てくるのは大体

ここだけなんですね。 

○大橋座長 ここだけです。ここだけですけ

れども、先ほど言われましたように、有事

のときにはどうするのやというような形

で、弱者への伝達やとか援護やとか、その

辺についてのところまで踏み込んだ場合

については、ここまで入れていかないとい

けないのと違うかという大きな意図があ

るということなんです。 

○成宮委員 一応、主語になっているのは

「我々は」ですね。「私は」でしょうか。

「我々は」ですね。 

○大橋座長 「我々は」。 

○成宮委員 「我々は」ですね。多数決でや

ってください。 

○大橋座長 いろいろと細かい点はあった

し、確かに出てくるのはここだけかとは思

いますが、逆にここで入れていかないと入

れられないというようなところもあるの

ではないかと思いますし、こういう点でひ

とつご理解をいただいたということでよ

ろしくお願いしたいと思います。 

他に。はい、松尾委員。 

○松尾委員 全く字句の訂正部分に入るの

ですけれども、12 ページの川の安全を高め

る話でございます。２のところでございま

して、「現状における森林整備を強化する。

遊水機能を持つ公園の整備や各戸への貯

水タンク設置」、この貯水タンクというの

を雨水タンクにしていただきたいと思う

んです。貯水タンクというと私どもは飲み

水のほうのビルなんかにためております

タンクを思い出しますので、これはちょっ

と仕事柄そういう関係かもしれませんけ

ど、できたら雨水タンク、雨水をためるタ

ンクだろうという解釈でおります。 

次の下の列でございます。「霞堤や水害

防備林などの昔の人の」というのは、これ

は先ほどからみんな「先人」となっており

ますので、「先人」に統一されたらどうな

んでしょうか。「霞堤や水害防備林などの

昔の人の知恵を生かす」いうところは、「先

人の知恵」でいいのではないですか。それ

でずっと先ほどから通っておりますので、

そのように字句訂正をお願いいたします。 

もう１点ですが、次の「命の危険が迫っ

たとき」ということで、これが対象に入る

かどうか少しわからないんですけれども、

「企業の持つ機材や人力を提供する体制

づくり」とか、そのような文言を１行入れ

られないかなというのが少しありました。 

○大橋座長 松尾さん、今の最後のやつは何

と。 

○松尾委員 命の危険が迫ったときの体制

づくりということですね。そこにもう１つ、
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最後のほうでも結構ですが、「企業の持つ

機材や人力を提供する体制づくり」という

のですか、そういうものが必要ではないか

なと思って言ったのですけれども。これは

市民ばかりではなしに、やはり企業の持つ

力もおかりしなければならないと、そのよ

うに私は少し考えてきたのですが。ここに

入れるべきかどうかちょっとわからない

んですが。 

○大橋座長 これは、どこかに企業との連携

をすると。柴田委員。 

○柴田委員 企業のことなんですけれども、

実は第４の根っこの 11 ページを見ていた

だくと、企業のことが書いてあるんですよ。

最初の黒四角のところに「地域外や異なる

目的を持つ団体と協力体制をつくる」とい

うところの１文目に「地域は、周辺の企業

や事業体による水防活動の応援、避難所と

しての利用、物資の支援などのための連携

体制を築いておく」と。これに対して、そ

の３つ目のハイフンのところに「行政は、

地域の防災活動とこれら企業や防災組織

の連携が進むように働きかける」というこ

とで、一応企業の、最初の主体は地域にな

っていますけれども、そこに対して行政が

支援をしなさいということは一応、自助・

共助を促す公助という形で書かせてはい

ただいておるんですけれども、どうなんで

しょうね。それを改めてここに書く必要が

あるのかどうかと。また違う言葉で書く必

要もあるのかなともちょっと思いますけ

れども。 

○大橋座長 松尾委員さん、今、第４の根っ

この中に、この根っこに入っている公助に

ついてはここでは挙げてませんのでね。と

いうことで、これでご理解いただけますか。 

○松尾委員 

 はい、わかりました。 

○大橋座長 はい。それでは、そのようにさ

せていただきます。先ほど言われた、「川

の安全度を高める話だけにとどまらず」と

書いているこの大きいところの１、２番の

貯水タンクの設置のところと、その次の

「防備林などの昔の人の知恵」を「近隣の

知恵」という形に訂正というか。 

○松尾委員 「先人」です。 

○大橋座長 「先人の」。あっ、「先人の」か。

先人やったら昔の人と余りなんやから、そ

れなら先人でそのようにさせていただき

ます。 

 ということは、その２つ目の「貯水タン

クの設置」というのを「雨水タンクの」と。 

○松尾委員 はい。貯水タンクというと、私

のほうからいうと飲料水、ビルなんかで水

をためとくのを貯水タンクといいますね。

それで少し雨水のほうが。雨水の水をため

るということですね。 

○大橋座長 いわゆる貯留ですね。 

○松尾委員 貯留です。 

○大橋座長 貯留施設というのか、貯留タン

クというのか。 

○松尾委員 今、東京やらではたくさん、各

家庭に雨水タンクをといからとってため

ております。そういうことも含めての話で

す。 

○大橋座長 はい。それでは、この文言につ

いては、貯水タンクというんだったら各戸

の家の飲み水に使うのかというようにと

られるとなにだからということで、ここの

部分についても。 

○多々納アドバイザー 同じところですが、

ここがちょっと僕はひっかかったんです。

「整備や」まではいいのですけれども、「各

戸への」というと全部の家に設置するのか

という感じがしたので、ちょっとやわらか

くしたほうがいいかなとは思うんです。例

えばという意味ですよね、これは。だから

「雨水貯留タンク等の整備を」、「住宅地へ

の」とか入れるんでしょうね、「住宅地あ

るいは住宅への雨水貯留タンク設置等の

整備を進め、流域内の貯留能力の増強を図

る」とか、何かそんな言葉にしたほうがい

いのではないかと思います。 

１点、ちょっと変わりまして、その下の

ところで、僕も意味が少しわからなかった

ところがあって、「公開時には情報の限界

も明示する」というのが１つ目のところの

２段目にあるんですけれども、これは北井

さんに聞いたらいいのかな、ここで言う

「情報の限界」というのはどういう意味だ

ったんでしたか。 

○北井委員 ２つ目のところの一番上のハ

イフンですね。「地域の危険度等の積極的

な公表を行う。公表時には情報の限界も明

示する」というのは、たしか前回の会議で

傍聴者の方からのご意見をいただいたも

ので、浸水想定区域図だとか、そういうふ

うな想定、浸水予測をしているデータの算

出基準というか、何㎜の雨量があってここ

の場所が切れたときの中であって、そうい
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うふうな限定された情報というのも明示

して、それ以外の場合というのもあり得る

んだというのを知ってもらえるようにし

なくてはいけないというような意図での

発言がここに入っていると思います。 

○多々納アドバイザー 多分そういうこと

だろうなと思ったのですが、そうだとする

と、やはりそういうふうに丁寧に書いたほ

うがいいなと思いまして。例えば、計算の

前提条件をきちっと示して、ここで示され

た以外のケースも発生し得るというよう

なわかりやすい表現に努めるとか、何かそ

ういうようなことを書いておいたほうが

多分よいのかなと思います。 

それから、その上のところですけど「そ

の把握と積極的な公表を行う」ちょっと何

となく言葉の流れがよくない感じがしま

して、把握に努めてもらわなければいけな

いと思うんですね。「把握に努めて、積極

的な公表を行う」と、例えばそういうふう

にしていただければいいかなと思いまし

た。 

○大橋座長 はい、杉本委員。 

○杉本委員 細かい話が出ました、微妙なと

ころをきっちりやらないといけないとい

う話が出ましたんで、そのもうちょっと前

の、先ほどの「霞堤や水害防備林など先人

の知恵を生かすなど」のその次ですね。「超

過洪水も考慮した河川改修」、これは厳密

に言うとどういう意味だろうと。これはま

ずいのではないかというのが私の考えで

す。 

○大橋座長 どうしたらいいのですか。 

○杉本委員まず最初に、これをどういう意図

で書いたかというのを説明してください

ますか。 

○北井委員 「超過洪水も考慮した河川改修

を実施する」という部分ですけれども、水

害を流域とか地域で受けとめられるよう

にというふうな、川の中だけで対応すると

いうだけではなくてという意図があるの

だとと思っていますが。 

○大橋座長 単純に、超過洪水というのは、

最近大雨が降ってないというのか、長い間

水害の経験も少ないという川の状態を反

映して、最近特にゲリラ豪雨やとか集中豪

雨が多発していると、想定しない以上の水

が発生するということでしょう。 

○杉本委員 そうです。そうしますと、それ

を想定した、計画よりももっと河川改修の

規模を大きくした場合も考慮した河川改

修を実施するという意味になってしまい

ますので、ちょっときついなという感じで

す。 

○大橋座長 はい、わかりました。ここの部

分をどういう状態でさせていただいたら

いいのでしょうね。要するに、言わんとす

るのは、先ほどゲリラ豪雨等々の状態に対

応するのはどうなんやと、しかし現況の河

川事業においては 50 年確率を適用されて

おるが、それでもなおオーバーするやない

かと。それをしようと思うとかなり、全部

100 年確率とかそれ以上にしようと思うと

多額の費用がかかってそんなのできるの

かというような状態ではないかなと、こう

いう感じがするんです。これを地域で洪水

になった場合に、地域でどう守っていくか

という形が、これはまた知恵になるのでは

ないかなというような感じがするんです

が。確かにこれで見れば、超過洪水を初め

からオーバーするよということを考慮し

た河川工事をせいと言わんとするような

状態にとられますので、その辺について柴

田委員。 

○柴田委員 今回の資料で配っていただい

ている「滋賀県が今後実施しようと考える

公助」という中に、フロンティア堤防の事

例ということが書いてあるんですけれど

も、僕が思ってたのは、そういったあふれ

ても破堤して多大な被害が出ないような

河川改修をしていくというのが前回か

前々回かの資料で示されておりましたの

で、ここで示しているそういうことは、僕

的にはそういったことを指しているのか

なともちょっと思ってたんですけれども。

それと同時に、今おっしゃったことも含め、

こういうこともされているので、何かあっ

てもいいのかなという気はしました。計画

高水を超えるようなことを考慮しなさい

という意味できつい意味かもしれません

が、実際にされているのかなという認識で

した。 

○大橋座長 このことについて多々納先生。 

○多々納アドバイザー これ多分言葉足ら

ずだと思うんです。今までの河川改修とか

河川計画の前提は、計画の範囲内までのと

ころだけ考えるというのが通常の考え方

です。ここで言う流域治水あるいはここで

提言する内容の中では、公助に対して求め

るのは、そういう上限を決めて川を管理す



2008.12.1 滋賀県流域治水検討委員会第 8回住民会議 

- 16 - 

るのはいかがなものかということを言い

たいということだと思うんですね。ですか

らここでは、例えば水害防備林なんていう

のは、実は越流が始まらないことには役に

立たないですからね。だから、要するに、

もし計画規模を超えるようなことが起き

たとしても、その後の被害が少しでも少な

くなると、そういうような知恵をきちっと

講じておいてほしいと、そういうことが言

いたいわけですね。 

あるいは、何回も議論が出てますけれど

も、堤防がびちっと高い形で囲まれてしま

うような整備をしてしまった後でどこか

が切れると、ずっと水につかったままにな

る。どこか逃げ道でもあるほうがかえって

被害が小さくなるとか、そういうような話

も含めてここらあたりの話は書いてある

はずなんです。ただ、この文言だけでそれ

を理解しろというのは極めて難しいので、

ここについては若干工夫をしなければ、僕

も今すぐこう書いたらそれが伝わります

という短い文言は見つかりませんけれど

も、逆にちょっと丁寧に書いていく、書き

込むべきところではないかなと思います。 

○大橋座長 杉本委員さん、そういうことで。 

○杉本委員 はい、結構です。 

○大橋座長 確かに、このことの文言は短い

ですので、大分言葉足らずということがあ

るのではないかと思いますが、訂正をさせ

ていただくということでよろしくお願い

いたします。 

 他に。 

○中村委員 先生のおっしゃったとおりな

のですけれども、私も水害を小さくするた

めに、こういう河川改修と言わずに「河川

管理をする」という言葉に置きかえたらい

いのではないかなと。それと、昔の知恵を

生かすというのと、霞堤、水害防備林、昔

だったら竹林をつくったりとかいうのも

あるのですが、そういうものと、これも昔

の人の知恵なんですけれども、ちょっと並

列してしまっておられるので、ここのとこ

ろの表現を変えたらうまく通じるのでは

ないかなと思います。 

○多々納アドバイザー そうですね。ここに

関しては知恵というのは書かなくてもい

いのではないですか。 

○大橋座長 この部分につきましては、再度

訂正をさせていただくと。皆さんのお考え

の状態を組み込ませていただいて修正す

るということでさせていただきたいと思

います。 

 はい、中村委員。 

○中村委員 一番最後のところの２つ目の

ところですけれども、コーディネーターを

設置するというところですね。これについ

て、実施体制としてどうするかということ

があると思います。地震については、たし

か滋賀銀行が冊子をつくって配布してい

るというふうに思うんです。方々に置いて

あります。そういうふうなものを行政のほ

うでも普及版としてこれを活用してつく

ってくれるのかどうかということを。でき

たらそういうのをつくって普及してほし

いなと。何やったら、滋賀銀行の経済文化

研究センターか何かがあれをつくってい

ると思うんですけど、そういうのでしたら

金を使わずにいけるのかなと思いますし、

そういうことと。 

それからコーディネーターの分ですが、

いわゆる出前講座ということで出てくる

わけなんですけれども、その出前講座につ

いて、我々どうするのやと、こうして議論

だけしたけれども、我々も含めてそういう

のに参加をしていくというか、出前講座だ

けやなしに自前講座と。これは、そんなこ

とを書く必要はないのですけれども、そう

いうふうな観点で何か取り組むというこ

とが必要ではないか。我々のこの 10 人の

委員だけではなしに、いつも熱心においで

の方、現にやっておられる方もたくさんお

いでなのですけれども、そういう方も含め

て、そういう考え方として単なるコーディ

ネーターではなしに、そういう活動に入っ

ていくというのか、そういうことも必要な

のかなと。ただ単に県の職員なり市町村の

職員に出前講座なり訓練をやりなさいと、

住民にやりなさいと。それを単にコーディ

ネーターとしてやるというだけではなし

に、実際にもう一歩踏み込んだほうがいい

のかなと。簡単に言うと、我々も講師にな

ったりしてもいいと、行ってもいいのでは

ないかということを言いたかったのです

けれども。私も体の調子が大分復調してき

たので、そんなことだったらできるかなと。

ということで、ちょっとつけ加えさせてい

ただきます。 

○大橋座長 はい。今のコーディネーターを

設置するというのは、行政で勝手につくれ

ということではなしに、地域を十分熟知し
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ている人がいるよと。こういう、きょうお

られるメンバーやそういう人たちが行政

と住民のパイプ役の形で必要ではないか

ということを言わせていただいたのです

けれども、ここの部分をどう置きかえるか

ということなんです。今、中村委員さんが

おっしゃった、この前、冒頭一番初めから

言うていただいたんですが、せっかくこう

して検討委員会が、きょうで一応この提言

は取りまとめさせていただこうと。これか

ら以後これをどうするかという形につい

て、後で一番最後のほうで提案をしていた

だくようなんですが、これから後、それぞ

れの川づくり会議やとかいろんな方たち

とまた検討する、また話し合う、そういう

場をつくっていきたいということも言う

ていただいておりますので、これで終わり

ではなしに、これから始まりやという形で

こういう活動をそれぞれの皆さんが参加

していただいて、していただけると、川づ

くりに参加していただけると、こういう意

味も含めておりますので。 

○中村委員 はい、わかりました。座長にお

任せします。心は同じだと思います。 

○大橋座長 はい、歯黒委員さん。 

○歯黒委員 この前、防災組織の役割分担に

ついて話が出ていたように思うのですが、

危険が迫ったときに、だれがどうすればい

いのか伝達方法のマニュアルや、役割分担

を決めるなどの文章を入れたら良いと思

って考えていたのですが、いかがでしょう

か。 

○大橋座長 歯黒委員さんのほうから、伝達

方法等々の役割分担がどういう位置づけ

をされているかなと、こういうことですね。

役割分担のところで何か、柴田委員。 

○柴田委員 役割分担という言葉は使って

ないのですけれども、逃げるときのルール

づくりという表現の中に一応は含んでい

るかなと思うので、入れるとしたらその辺

かなと思います。10 ページですね。10 ペ

ージの「自分たちの地域を自分たちで守る

ための、水防活動、避難、助け合いのルー

ルを持つ」というところで、そういった決

まりや役割分担などをみんなで持ってお

くのが大事だよというのを一応言ってい

る面もあるかなと思うのですけれども。 

○大橋座長 入れるとしたら、この３つ目と

いうのか、「治水の進め方を決める場合に

は、住民とともに議論をするなど、住民と

行政が一体となって安全な地域づくりが

進められる体制を整えること」、ここに１

つ文言を入れるかですね。ただ、ルールづ

くりということは組織づくりの中の行政

のところに入っているので、ルールづくり

ということで網羅するのでしたら、役割分

担の状態をルールづくりということです

るならば、「自分たちの地域は自分たちで

まもるための水防活動、避難、助け合いの

ルールを持つ」という中に、行政としての

位置づけが「行政は、これらの地域の活動

に対して自分たちの地域を自分たちで守

るためのルールづくりを住民とともに検

討する」というのが入っているのですが、

歯黒さん、これと役割分担はまた別にとい

うことですか。 

○歯黒委員 自治区ですと区長を長として

の組織になりますが、いざという時にはだ

れに伝えればよいのかとまどってしまう

のではないか…。 

○大橋座長 この提言の中には、それぞれの

地域での細かい役割分担ですね。例えば自

治会長がこの地域ではヘッドになって、水

防組織団があるとか、こういうルートがあ

ると思うんですよね。それはそれぞれ地域

によって違うんですよね。だから、こうい

う役割分担をどう位置づけしていくとい

うのと、ルールづくりという形でそれぞれ

地域に合ったルールを的確に進めている

ということがいいのではないかなと思う

んですけれどね。そうでないと、一定のと

ころに役割分担、だれだれがこれしなさい、

これしなさいというように明確にはなか

なかできません、ここでは。だから、その

地域に応じた、そういう伝達方式というの

が出てくると思うんですね。役割も。 

○歯黒委員 私も先ほどから考えていたの

ですが、例えば私の家は近所に家がなく、

事態が起きたとき、行政に連絡するのか、

区長さんに電話するか、このような方々が

たくさんおられると思います。 

○大橋座長 だから、歯黒さんがおっしゃる

ように、歯黒さんだけやないと思うんです

よね。僻地におられる方なんかもたくさん

いろいろあるやろうし、だからそれは地域

に応じて一つのルールづくりが必要やな

いかなと思うんですよね。だから、これを

具体的に展開していかないといけないわ

けですわね。これから行政も住民も一体に

なってなんですが、そのきっかけをどこに
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するかは別にしまして、やっぱりそれぞれ

都市部と山間部といろいろ条件が違いま

すので、それに応じた体制づくりというの

が必要やないかなと、こう思うんですけれ

ども。 

○歯黒委員 実態を想定した住民のルール

づくりが必要ですね。 

○大橋座長 はい。先ほど言ってますように、

コーディネーターも設置、先ほどおっしゃ

ったように行政でコーディネーターをつ

くるのではなしに、住民が地域の代表でコ

ーディネーターにもなっていただくと。そ

の方たちは自分のとこの地域やエリアを

よく知っていただいておったら、その中で

役割分担をどうするのだと、地域地域によ

って、またそれによって自治会単位によっ

て違うかもわかりませんし、そういう状態

を細かくこれから分析していかないとい

けないのと違うかなと思いますので、全体

的に役割をどうするのだということで細

かく分割するのはなかなか難しいかなと

思いますし、それでご理解いただけないか

なと思うんですが。 

○歯黒委員 はい、わかりました。 

○大橋座長 はい、中井さん。 

○中井委員 歯黒さんの意見に触発された

のですが、実際に危険な状態が起こったと

きにどうネットワークというのでしょう

か、例えば交通事故がありました時にはレ

スキュー隊がぱっと来て作業します。だか

ら、そういう本当にその場になったときに

どうするかという、確かに、この個々の提

言というのでは、そういうのを避けるため

にどうするのだということは出されてま

すが、危機感というのか、その様なところ

がないのではないかなという感じが私自

身しているのですが、いかがでしょうか。 

○大橋座長 危機管理の状態をどこに位置

づけしていくかですね。 

○中井委員 はい。 

○大橋座長 この点。はい、杉本委員さん。 

○杉本委員 それの具体的な例が、例えば 11

ページの上から「地域外や異なる目的を持

つ団体と協力体制をつくる」というここに

もあるのですが、訓練です。要は、日ごろ

訓練をすることによってそれができる話

なので、訓練をやるのが結果的に伝達、い

ろんな話になると思います。ですから、気

張ってみんな訓練をやらないといけない

のです。ということで、大体その表現的に

は訓練を気張ってやるということが書い

てあったらそこはいけるのではなかろう

かと。ただし、その訓練を実施しないと無

理なんです。 

○大橋座長 中井さん、今の。 

○中井委員 もちろん訓練ということが大

事だと思います。しかし、その訓練の範囲

内で訓練に参加する人たちの手だけでは

手に負えないことというのはやはり実際

には起こり得るのです。例えば、本当に堤

防が決壊した、そこでだれかが流されると

いうようなことだって起こり得るわけで

す。そういう場合にどう対処するかという、

そういう危険への対策はできているのか

もしれませんが、やはりそういう辺のとこ

ろもきっちりとしておくことが必要では

ないかなと思うのですが。 

○大橋座長 石津さん、何か。 

○石津委員 ちょっとぼけると思うのです

けれども、やはり自分たちは、先ほど座長

が言われたように、地域それぞれまたいろ

んな部分での検討せんなん部分がその地

域によって出てくると思うんですね。だか

ら、自分たちとしては、そうした組織、そ

うした議論する場所。当然、中村さんやら

がおっしゃっていたように、全然無知な

我々が勉強させていただいたこと、また地

域で活動できる部分をそうした組織の中

で。そしてまた、いろんな意見の方がおら

れると思うんですね、住んでいる場所、い

ろんなことで。ワークショップ的な形で、

まずはいろんな考え得ることをそうした

場所の中で議論し合って、それからの、

個々に合った対策をどうすればいいかと

いう形で、ここでの議論に対してはいろい

ろ考えられる部分は提案はできると思う

のですけれども、またその地域に合わない

部分もかなりあると思うんですね。 

 だから、私たちとしては、その地域にま

た入り込んで、またみんなと一緒になって

そうしたいろんな提言された部分を検証

し合い、そしてまたもう１つワークショッ

プ的な形でその地域に合った実情も、組織

であったりそうした連携組織なんかも考

えればいいのではないかなというような

ことも思うんです。ちょっとずれたらかも

わかりませんが。 

○柴田委員 本当に同じようなことを言う

んですけれども、この提言書を最初につく

らせてもらったときに、課題みたいな形で、
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この住民会議で話していること自体は県

全体を考えて話していることなので、その

地域地域の実情に合わないこともあるだ

ろうというのは、大橋さんかだれかからお

話があった中で、そういった地域の中で、

次はこの住民会議を踏まえて、今度は地域

地域でそういった話し合いの場をつくっ

て、その地域の、地域は地域でそういった、

歯黒さんがおっしゃるような避難の方法

であるとかだれに連絡とったらいいのか

とか、そういう地域に合ったことを話し合

う場をつくってゆくのが、話し合っていく

のが次のステップとしてすごく大事なこ

となのではないかなと思っております。そ

のことは、実は具体にちゃんとした文言と

して入れてないので、入れたいなという思

いは実は今でも少しあるのですけれども。 

○大橋座長 今非常に大きな問題であろう

し、また最終的にはその地域地域で議論を

いただくわけですが、いわゆる危機管理と

いうことで一定どこかへ１つ入れるとい

うことにさせていただきましょうか。その

文言がどういう言葉で整理したらいいの

かがちょっと難しいところがあるんです

けれど、中井さん、それは作業部会でちょ

っと考えさせてもらうということにさせ

ていただきたいと思います。 

ただ、私も、自分のことですけれども、

自分の水害体験、知恵を広めるという関係

の中で、34 歳のときなんですが、私とこで

決壊寸前だったと。先ほど北井さんが言わ

れたように、自分とこから３km 範囲の中で

４カ所決壊しているのですよね。それで、

自分のところの状態も大変だという形で

その指令をしたのはいわゆる長老なんで

す。自治会長でもなしに、ただ一人のよく

知っている人がやったのです。「もうちょ

っと公民館に集まってもろうてくれ」と。

公民館に集まって「ちょっと川の水を一遍

見に行け」というようなことやら、最終的

にそれぞれが手分けさせたのもいわゆる

知恵者ですね。その人はやっているんです

よね。だから、その地域においての状態が

あると思います。 

しかし、その方も、34 年からですからも

う来年で 50 年になるんですね。その方は

もう実在されてないんですよ。されてない

んです。だから「次、だれやんねん」と言

われたら不安でいっぱいなんです。普通か

らいけば自治会長が命令するではないか

と。しかし、自治会長が本当に前回の水害

を経験してないとなれば右往左往するだ

けで、その指示命令ができない。というと

行政の指示待ちという形になるのではな

いかなと、そういう危険が。これはもう地

域地域でたくさんあるのではないかなと、

こう思いますし、やはりちょっと危機管理

についてどうするかということについて

は一定言うていく必要はあるかなと、こん

な感じはするのですけれども。 

この件について多々納先生からちょっ

とアドバイスをいただければ。 

○多々納アドバイザー 整理だけもう一回

しておかないといけないなと思っている

んです。実は、何が言いたいかといいます

と、ここの「公助に期待すること」という

ところで①というところと②というとこ

ろは一応質を分けているはずなんですね。

①というのは私たち住民が行う防災活動。

で、その防災活動という言葉の中には恐ら

く水防活動も含んでいて、そういったもの

ができるだけしやすいようにする支援と

いうのは本当は①の中に入っているべき

なのかもしれません。 

もう一つ、ここの「私たちの地域の安全

性の質を高めること」と言っているのは、

今度は自助とか共助とかという枠組みで

は普通は変えれないようなものをどうい

う考え方に従って変えてってほしいのか。

そこの１つ目は川の整備というものに関

連している。その次のところは、いわば１

つ目の四角いぽつは川の整備に関連して、

あるいは事前の対策ということを考えて

いるということだと思うんですが、２つ目

のぽつはもうまさにその地域での危機対

応というものを進めるための、むしろ行政

にしかできないような支援というのは何

かということをもう少し考えておかなけ

れば、それこそ、それを入れたいという議

論だったと思うんです。 

確かに、上に書いてある文言と中身とで

見比べると、「危機対応を効果的に行える

ように事前の準備を充実」と。この「準備」

というのはちょっと中途半端な表現なん

ですけれども、ただ「はて、さあ、どうい

うものがあるとこういうことが非常にや

りやすくなるのか」というふうに考えます

と、まあ一応ある程度ここにも入っている

んです。例えば情報関連機器の整備という

ようなこととか、それから資機材の整備と
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かというのは入ってますし、あと教育、訓

練というのもここには入っているのです

が、これ以上に、例えば危機対応を効果的

に行えるように行政が公助としてできる

ことというとどういうことなのかなと。む

しろ、後でもちろん事務局といいますかワ

ーキンググループのほうで持ち帰って議

論するのもいいんですけれども、できたら

ここに皆さんがおられる中で知恵をいた

だいてから帰ったほうがいいかなと思い

まして。ほかに何があるのかなと。もっと

いっぱいあると思いますよ。あると思いま

すけれども、効果的に入れるべきものとし

てどういうことを入れるのが今のような

文脈の中でよいとお考えになるのかなと。

できたらちょっとご意見をいただけると

ありがたいなと思うんですけれども。 

○大橋座長 今、多々納先生のほうから投げ

かけられましたのですけれども、預かった

作業部会ででも一体危機管理の状態でど

ういう対応をしたらいいのかを文言とし

てまとめるのは大変ではありますし、皆さ

んのご意見を聞かさせていただいて整理

させていただきたいなと思うのですが。 

 中村委員さん。 

○中村委員 我々、自助・共助ということを

非常に強調していますので、悪う言うたら

どうせ逃げられてしまうと。責任逃れされ

てしまうやないかという危険が１つある

わけですね。だから、歯黒さんがおっしゃ

ったように、これについてやっぱり行政と

住民との分担というものをきっちり書く

必要があるし、また住民の中で各民生委員

なりを含めてどういうふうな役割分担で

していくかについては、松尾委員がおっし

ゃったように、防災訓練とか講座を通じて

その中でみんなで議論をして、その地域に

合った形で役割分担をあらかじめ決めて

おくと。 

ただ、夜起こるか昼起こるかによってお

る人がおらないと。役割を分担すべき人が

おらないとかいう場合もありますから、そ

こはやっぱりお互い助け合いをしないと

いけないので、そこらは何々という決めつ

けではなしに非常に幅広く、いわゆるＡさ

んとかＢさんではなしに、それを支援でき

る人も含めたような形の表現で担当を決

めておかないと、何でも会長やと、会長は

ところがそのときどこかに出ていますよ

ということではできないので、代理を決め

られるような、そういうふうな表現という

のが必要なのかなと。 

だから、まず行政と住民、それから住民

の相互での役割分担というのをある程度

決めておかないといけないと。そうだけれ

ども、住民間の問題についてはやっぱり実

際に防災訓練を通じて、また講座をやった

りとかＤＩＧとか、いろいろそういうふう

なことをやる中である程度大ざっぱに決

めておくと。これは、各防災組織といいま

すか、防災会のルールの中で、いわば規則

として決めておけばいいのではないかと

僕は思いますけれども。それはあくまでも

防災訓練なんかを通じて実際に実態とし

てよく動けるような形にして。ただ、行政

との関係についてはやはり少し明確にし

ておかないと大変なことになるかもわか

らないなとは思います。 

○多々納アドバイザー 具体的にどういう

形の明確化になりますか。 

○中村委員 例えば、先ほど歯黒さんがおっ

しゃったようなことの場合、「そしたら自

治会長に言うのか、市役所に言うのか」と

なった場合、やっぱり一義的には市役所が

責任ですよと。だけれども、市役所も非常

に忙しいからその場合には地域の防災組

織が次はやりますということで少し表現

を。余り行政にかぶせるというのでは我々

の自助・共助の議論が飛んでしまいますの

で難しいのですけれども、ただ表現として

は、やはり行政のほうもそこらについて人

災が起こらないようにというふうなこと

については、人命を大切にするという観点

から、ある程度かみ込んでこれるような形

に表現はしといたほうがいいんではない

かなあと、こういうふうに僕は思うのです

けれども。非常に難しいと思うんです。実

際私も文章を書いてみると、本当に表現し

にくいなと思います。 

○多々納アドバイザー 例えば、避難指示と

か避難勧告とかというのは行政の主導と

いうことですよね。 

○中村委員 そうですよね。法律で決まって

いる分もありますからね、そういう点は。

基本的には市長、村長がやるということに

なっている。 

○多々納アドバイザー だから、そういう決

まっているやつがあると。では、その範囲

でいいのか、そうではないのかというとこ

ろもあるかなと思うのですけれども。歯黒
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さん、そういう意味ではないんですか。 

○歯黒委員 そうです。 

○中村委員 やっぱり決めてないところも

たくさんあると思いますよ。 

○多々納アドバイザー いや、実際にはほと

んど自主避難に任せるみたいなところま

でずっと、勧告が出ないと、避難しようか

しまいかと思っておられる方は「結局どう

なんやろ」と思いますよね。 

○歯黒委員 はい。 

○多々納アドバイザー だから、そのあたり

で「行政は的確な避難に関する情報をきち

っと出すよう努めてくれ」ということを書

くというのは一つの書き方なんだと思い

ますが。当たり前ではあるんでしょうけど

ね。違うのかもしれない。わかりません。

だから、僕も「普通だったらそういう危機

管理とか水防に関する体制がきちっとと

れないので、そのための支援をするような

制度をつくりなさい」というふうに書くべ

きなのかもしれないなと思って聞いてた

わけです。要するに、一体何が、まあ２つ

とも書いてもいいのでしょうけれども、と

にかく「書くべき内容がこれだ」というの

があれば、それを書いたらいいと思うんで

すよね。そこはちょっとまだ僕はピントを

絞り切れなかったんですが。 

○中村委員 だから、具体的な表現にはなら

ないかもしれませんけれども、行政と住民

との役割というものを講座とかいろいろ

な場を通じて明確にしておくというふう

な表現でいいと思うんです。そして、また

住民間でも、防災会と消防団と水防団との

分担であるとか、いろいろそういう分担に

ついて訓練を通じてお互いに知っておく

というのか、決めておく。場合によったら、

行政が動けない場合には自分らで避難が

できるようにするとか、そういう表現でい

いのではないですか。それ以上決めるとな

れば、地域の実態なり、防災会自体が自治

会でやっているところもあれば学区単位

でやっているところ、いろいろあると思い

ますので、それはあんまりきちっと画一的

に書くことはできないと思います。そうい

う程度でいいきではないですかね。僕はそ

ういう気持ちなんです。 

○多々納アドバイザー はい、わかりました。

それならいいですか。 

○歯黒委員 いいです。 

○杉本委員 よろしいですか。 

○大橋座長 はい。 

○杉本委員 先ほど私が「この提言はどこ

に」という話で、県が主という話。結果的

にこれに全部つながっていく話で、いわゆ

る行政という中身には、私たちは県行政に

対して言っている話ですが、市も町もある

わけです。そこが抜けているんです。結局、

この議論の中の具体例をやるときには県

に言っていますので、市、町のところが抜

けているんで、先生が先ほどおっしゃった、

制度をつくるということによって県と市

と、それからもう一つ下の、自治体の制度

づくりにひっつく話で、それを県を主体に

言ってても、市、町、そこへ具体的におり

てそこからという話の制度がなければこ

れは行かないんです。で、今先生がおっし

ゃった制度づくりを提言する話が一番い

いと思います。そうしないと、結局行くと

ころが県までで、そこから下におりないと

いうのは、先ほどの下のほうから、地元の

ほうから言ってきても途中でとまるのは、

そのせいなんだと私は思います。そこを頑

張ってつくってもらわないと、一つの流れ

にならないと。これが大事なとこだと私は

思います。 

○大橋座長 確かに今の行政というのは県

だけに行って、あと市、町のほうには通じ

てないというような状態やら、その制度の

確立というような状態が抜けているのと

違うかと。また、先ほどの議論の中でやっ

ぱり地域のルールづくりというのも改め

て必要ではないかなというような感じが

するんですね。これはもう地域地域でいろ

んな事情がありますから、自治会長がヘッ

ドになるのか、また他の防災会長がなるの

か、それはそれぞれの地域がありますが、

今おっしゃった中にはやっぱり行政とい

うのが県だけとなっているので、市町のほ

うやとか、また地域においての一つのルー

ルづくりというのは制度をつくる必要が

あるのではないかというようななにがご

ざいましたのですが、ここまで議論を詰め

ていただきましたので、この分については

皆さんのご意向を聞かさせていただいた

やつを参考にさせていただいて１項目入

れさせていただくという形でよろしいで

しょうか。 

○歯黒委員 先ほど杉本委員さんが言われ

たように、やはり訓練をしておくと良いで

すね。私の地区では、年１回の訓練なので
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す。それも１軒に１人来られるだけです。

また、訓練はたいていそこの旦那さんや世

帯主が来られ、訓練を受けた方が休日です

と良いのですが、ふだん家にいるのは、お

じいさんやおばあさん、また子供たちです

ね。いつも留守を預かっている者も訓練に

参加しなければなりません。このような体

制づくりが大事に思います。 

○大橋座長 訓練というのはもう何回か出

てきているんですね、今回の議論の中で。

組織づくり、それからその訓練、出前講座、

これはもう当然これから展開するには必

要やということは言ってきてますので、そ

の中で、まあ１人しか出てないと。それで

は、それを全員出てこいと、そういう形は

ここでは書くこともできませんので、いず

れにしてもまだ訓練ができてないとこが

結構あるんですよ。組織ができてないとこ

もたくさんあるんですよ。アンケートでも

県全体の状態は 66.1％ですか。それもでき

ているというだけで本当に活動されてい

るかどうか。特に水防訓練はどうなのかと

言われたら、物すごく少ないと思います。

だから、まずそういう組織づくりをし、訓

練もきちっとすると。それから地域におい

ては大勢の方に出てもらえるような啓発

活動もしてやっていくということにとど

めていかないと、この文章ではなかなかそ

ういう表現はできにくいのではないかな

ということを思いますので、その点はひと

つよろしくお願いしたいと思います。 

はい、中井さん。 

○中井委員 もし強いて、言葉であらわすと

すると、「緊急水害事故発生時の救助体制

の確立」とか、何かそういうような意味の

ことです。 

○大橋座長 今中井さんがおっしゃったこ

とはよく理解できますので、その１項目も

含めまして追加できるような考えもさせ

ていただきたいなと思います。 

それでは、多々納先生からちょっとお言

葉をいただいて休憩をさせていただきた

いと思います。 

○多々納アドバイザー 歯黒さんは多分奥

ゆかしくおっしゃるのでなかなかわかり

にくいといつも思うんですけど、ジェンダ

ーのことをおっしゃっているんですよね。

要するに、災害時要援護者の方の話は一応

表立って書いているんですけれども、女性

の方とかお年寄りの方とかが例えば主体

的に訓練に参加したくなるような機会が

ないと。言い方をかえれば、男性が主催す

るそういう訓練の機会はあるけれども、女

性の方が楽しく参加するというか、意識を

持って参加され、私たちだからこそできる

んだというような自負を持って参加でき

るような機会がないのではないかと。これ

は確かに前のときもご指摘いただいて、ど

こかに入っているんじゃないかと思って

一生懸命見たんですが、どうも広い一般的

な言葉にしてしまったときに少し消えて

しまっているのかもしれないと思うんで

すね。で、今からどういうところで入れれ

ばうまくそういうお気持ちが、僕、非常に

重要なことだと思うのでそういったとこ

ろはどこかにでも入れるといいと思うん

ですが、今すぐには見つからないんです。

そういうことでよろしいですよね。 

○歯黒委員 はい。 

○多々納アドバイザー だから、ちょっとそ

ういったところをできたら北井さんとか

に探してもらったらいいなと思いました。 

以上です。 

○大橋座長 それでは、10 分ほど休憩をさせ

ていただきます。 

○事務局（中田） ありがとうございました。

それでは、時計はございませんが、今３時

30 分だと思いますので３時 40 分に再開を

させていただきます。 

〔午後 ３時３０分 休憩〕 

〔午後 ３時４２分  再開〕 

○事務局（中田） それでは、時間となりま

したので、休憩に引き続きまして進行をよ

ろしくお願いいたします。 

○大橋座長 それでは、時間も限られており

ますので、最後に若干公助の面について詰

めに入らせていただきたいなと思います。 

それでは、発言を求めます。中村委員。 

○中村委員 前からちょっと申し上げてい

ることなのですが、私はやっぱり組織をつ

くるということについて、組織をつくると

ともにもちろん魂も入れないけませんの

で。それで、この組織ですけれども、やは

り県内すべてにつくるという表現を入れ

ていく必要があるのではないかなという

ふうに思います。確かに組織はつくったけ

ど機能しないという部分があるので、あと

次のところで魂を入れるためのものをず

っと書いてあると思うんです。というふう

な説明をちょっと本文の中に入れておく、
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前段のところへ入れておけばそれで通じ

るかなと思いますので。こだわるようでご

ざいますけれども、やっぱり地域全体、県

土全体、滋賀県全体に市町村を通じてそう

いう防災組織を確立するということを入

れてほしいなということで。 

○大橋座長 はい。今、中村委員さんのほう

から、要するに地域、地域というのか、も

う県全体で組織をつくれということを強

調しろと。まあ、ここでは「地域全体を守

るためには」ということでなにしているの

で全県下で徹底しろというようなことは

書かれてはないのですが、そういう意味で

の。 

○中村委員 はい。そこは徹底しろというこ

とを入れる必要があるのではないかと。 

○大橋座長 はい、同じ組織について。成宮

さん。 

○成宮委員 今も中村さんのほうからささ

やいていただいたのですが、魂のことだと

いうふうなことなんですけれども。 

例えば防犯のことについて県民生活課

では、今は県警に移ったんですか、「何年

何月何日何時何分にどこどこの場所でど

ういうふうな事件があった、皆さん注意し

てくださいよ」とか、そしてもう一つはこ

こに「滋賀県が今後実施しようと考える公

助」の抜粋版が資料２としてあるのですけ

れども、この中に「現在、取り組んでいる

『住民支援型』の公助～携帯電話やインタ

ーネットを通じたリスク情報の発信（県）

～」ということで、これはリスクというふ

うにおとらえになっていますけれども、基

本的には治水という面から私たちが考え

るこの提案の中には、例えば３の根っこの

中で「組織をつくる」という項目がありま

すが、私たちの地域の防災管理でもあった

のですけれども、組織をつくったらいいの

だろうと。そして、ジャッキとかバールと

か、そういうものをそろえたらいいのだろ

うと。まず「そろえたらいい」ほうが先に

立ちますね。そして、各地の防災センター

はどういうことをおっしゃるかと言うと、

まずリーダーはだれなのだということを

きっちり決めることが一番大事なことだ

と。物があるとかないとかの問題ではなく

て「この地域のリーダーはだれ」というこ

とが一番大事なことだというふうにご指

導を受けてきました。 

こういうことから考えると、先ほどもち

ょっと一般の方とお話を申し上げていた

のですけれども、ＮＴＴにしてもａｕにし

てもソフトバンクにしてもどんな情報で

も受けられるような携帯になっていると

いうことから、多少高くつくかもわかりま

せんけれども、そういう携帯電話を例えば

リーダーに逐一情報として入るようなシ

ステムがあればなというふうに思います。

そういうことによって「あの人には確実に

情報が入っている」ということで、それを

サブリーダーなりに伝えていけるような、

これこそシステムだと思うんですけれど

も、そういうシステムがあればいいだろう

なということで、これは組織というふうな

ことではなくて、地域としてはやはり絆か

なと。 

要するに、地域の住民はみんな家族だと。

どこかで聞いたような言葉なんですが、

『篤姫』で何か言っておられましたですね。

まあこういうふうな言葉なんですが、こう

いうほうが訴えとしてはいいのではない

かなというふうに思います。こういうこと

でこの 10 ページの「組織をつくる」とい

うところと、そして 12 ページの提案のと

こですね。こういうところを連動させるよ

うな書き方でもう少し具体的に書いてし

まったほうがいいかなというふうに思い

ます。 

地域の中にはどういう人がいるかとい

うと五感が全部そろってない人、どこか抜

けている人、いろんな方がいらっしゃるの

が地域であります。こういうところで多様

な情報が瞬時に、瞬時にというのもなかな

か難しいんですけれども、速やかに伝達が

できるような、これこそここで組織づくり

に対しての講座といいましょうか、訓練と

いいましょうか、そういうことが公助の場

合求められるのではないかなというふう

に思います。 

以上です。 

○大橋座長 はい。具体的にはこれはどうな

んでしょうか。組織をつくるということは

根っこの中にきちっと入れてきているん

ですが、今の成宮さんのお話ではこの言葉

をかえるということでしょうか。 

○成宮委員 はい。「組織（絆）」でもいいん

ですけれども。何かインパクトのある言葉

にしないと、本当に「組織つくって魂入れ

ず」というふうな格好のものが各所に見ら

れておりますので、現実としてはそういう
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ものがたくさんある以上、言葉だけではな

くて、もっと身につまされる言葉を選んで

もらえないかなというふうな気がいたし

ました。 

○大橋座長 ということは、３の根っこの

「組織をつくる」のところに「組織（絆）」

ということを一言入れよと。 

○成宮委員 まあ、本当は「絆（組織）」の

ほうが一番いいとは思うんですけれども。 

○大橋座長 といいますのも、今日まで議論

してきた根っこから変えていかないとい

けないというような状態になりますので。 

○成宮委員 いや、別にそこまで変えよとは

申しません。 

○大橋座長 はい。といいますのも関連して

ますので。今の「組織をつくる」という第

３の根っこというのは樹形図の中の第３

の根っこの中でうたわれているやつを具

体的に表現しているやつでございますか

らね。だから、そういう意味での中でござ

いますし、組織ということを変えようと思

うと、絆ということに変えていこうと思う

ともとから変えていかないといけないか

なということを思いますので、「組織（絆）」

という形でここだけ入れるということで。

整合性がとれるかとれんかなということ

もあるのですが。 

○柴田委員 ちょっといいですか。 

○大橋座長 はい。 

○北井委員 すいません。組織のところに

「（絆）」というような言葉を入れるという

ことですけれども、３ページ、４ページの

見開きの樹形図のところの、これは樹形図

の本来のイメージの像ですけれども、ここ

の「組織をつくる」のところの「（目指す

姿）」という、それぞれの文言が目指して

いる状態というのがもう書いてあって、ち

ょっと濃い目の茶色のものなんですけれ

ども、そこに「信頼関係で結ばれたご近所」

というような表記があって、そういうふう

な中で「自主防災を担う活発な組織、自主

防災のルールを持ち、地域がどのような水

害にあっても、自分たちで地域を守れるよ

うな取り組みを進める。」という、そうい

うふうな組織と目指す姿のイメージとい

うのが書いてある中に「信頼関係で結ばれ

た」という絆を強調するのはもう冒頭に入

っているということで、そこで補われてい

るのではないかなと思うのですが、いかが

でしょう。 

○成宮委員 まるで公務員の返答をいただ

いたみたいな感じになったんですが。はい、

結構です。 

○中村委員 すいません、ちょっといいです

か。 

○大橋座長 はい、中村委員 

○中村委員 私がどうしてもこだわるのは、

自治会でもうちの団地だったら半分が自

治会に入ってません。もう会費 1000 円は

痛いと。それから加入費を３万円取ってま

すから、ともかく入らないという人が出て

くるんです。県なり市なりの広報課から県

民新聞とか『滋賀プラスワン』とか市民新

聞を送っていますが、そういうことになっ

てましてね。だから、やっぱり組織をきち

っとつくらなければ、ほかの研修を自治会

を相手にしてやってますけど、加入してな

い人は来ないわけです。やっぱりそれでは

助け合いをしていくということが成り立

たないです。やっぱり自主防災会を全部つ

くるということでないとね。 

今、僕ちょっと前の職場に確認したので

すけれども、僕もいろいろやってて、実際

に訓練しようとしたら、地元で組織がなか

った場合に、自治会だけで防災訓練をする

とかいうことは非常に難しいです。やっぱ

りまず自主防災会をつくってもらって、そ

して訓練をしていくということでないと

できないです。京都市はもう全地区防災組

織が 20 年ほどかかってやっとできたらし

い。やっぱりそうでないと、実際に僕も区

長をやってて、もう 10 数年前ですけれど

も、訓練をしようとしたときに組織がない

ところはどうしても抜けます。やっぱりそ

れではみんなの人命を守るということに

対して不可能なんでね。「組織が先か、魂

が先か」となりますと鶏の卵のような議論

になるんですけれども、僕はやっぱり形を

きちっとまずつくらんと研修すら漏れて

いくということになりますのでどうして

も入れてほしいなというふうになるわけ

です。 

○大橋座長 はい、わかりました。先ほど成

宮さんのほうから言われてました携帯電

話の件も４個の根っこの中の１番の「知恵

を広める」ですね。この一番下段の中で「イ

ンターネット、携帯電話、ホットラインの

開設など」ということをちょっと入れさせ

ていただいている点もございます。具体的

にその言葉だけを大きくアップしてませ
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んけれども、この中でもちょっと入れさせ

ていただいているということでご理解を

賜りたいなと、こう思います。 

中村委員のおっしゃった、まず組織をつ

くらないといけないと。自治会に入ってな

い人もおられると。このことが地域の連携

というのか絆が薄れている一つでもあろ

うかと思いますが、自治会の加入は、これ

はまた違うところから、行政主導でやって

いただかないといけない問題かなと。それ

と、全然関連性がないことはないですので、

「地域は地域で守る」という体制は全員が、

自治会に入ってようが入ってまいが、もち

ろん一緒になってもらわないかんわけで

すから、やはりそのためにそういう体制づ

くりというのも必要ではないかなという

ような感じがいたします。 

若干急ぎましてですが、本来きょうは大

枠きょう皆さんからご意見をいただいた

分については数カ所だけ修正してと思っ

てましたのですけれども、結構修正する箇

所もふえたようですので、この後の段取り

につきましては、13 日のシンポジウムで大

体 3000 部ほど出版しようということをさ

れているようなんですが、今の状態ではち

ょっと時間が間に合わないということで、

当日参加される 300 冊ほどは何とかここ四、

五日のうちに修正すれば間に合うという

ようなこととお聞きしてますので、とりあ

えずその 300 部ほどは当日に間に合うよう

に今の時点で修正いただこうと。そして、

県全体というのか、残りの 2700 部につい

てはちょっと時間をいただいてから配布

するという段取りになると思います。だか

ら、きょう皆さんからご意見をいただいた

分についてはここ二、三日中にその作業を

行いましてまとめさせていただくという

ことですが、この件については、皆さん、

私ら作業部会のほうにご一任いただくと

いうことでよろしいですか。 

○成宮委員 結構ですけれども、わざわざこ

うやって座長を決めさせていただいて一

生懸命されているということから考えて、

提言ですから「初めに」というのを「知事

殿」でいいのではないでしょうか。一番最

初のページ。 

それともう一つ、「『水害から命を守る地

域づくり』滋賀県民宣言」。「滋賀県住民宣

言」、どっちがパワーがあるでしょう。よ

ろしくお願いします。 

○大橋座長 この件も議論したんです。「琵

琶湖宣言」にするのか「淡海」にするのか、

いろいろ状態があってここでまとめさせ

ていただいたということですので、一定ち

ょっとご理解をいただきたいなと思うん

です。 

○成宮委員 「初めに」だけ直していただけ

れば。 

○大橋座長 はい。それで、私のあいさつの

分が「初めに」となっている分は、これは

「初めに」ではないだろうということで、

提言書というのか、そういう文にかえたら

どうかということでございますので、この

分もあわせて検討をさせていただきます。 

この中身を読んでいただいたら、ちょっ

とこの報告は住民会議の状態と違うので

はないかとおっしゃるかもわからないで

すけれども、これはもう私がそのことを考

えながら書かさせていただいたので。限ら

れたスペースでございましたので十分な

ことが表現できないという点もあったか

と思いますが、もしこれで「この部分だけ

はこうしとけよ」という状態があったらや

ぶさかではなしに直させていただけると

思いますけれども、短い文章であったとい

うことでご理解をいただけたらなとは思

います。どうしても委員の皆さんの状態と

ちょっと方向が違うよというようなこと

がございましたら訂正はさせていただけ

ると思いますが、よろしくお願いしたいと

思います。 

○中村委員 追加。 

○大橋座長 はい、中村委員さん。 

○中村委員 たくさん言って申しわけない

のですが、８ページ以降のゴシックで書い

てあるところについて最後丸をつけてあ

るのですけれども。「何々を工夫する」と

かいう後に丸をつけていますね。ゴシック

の後はすべて丸を取ったらどうですか。ほ

かにもずうっとあって、あるところとない

ところとあるんです。まあ、確かにそれは

規模が違うのかなと思うんですけど、すべ

てゴシックで書いてますので表題という

ことで全部丸を取られたらどうですか。そ

れのほうが形としてはいいのではないか

なというふうに。もうこれは私の感じです

のでお任せしますけれども。 

○大橋座長 はい。確かに公助の部分につい

てはその辺は、あっ、これは抜けていると

こと抜けてないとことあるんですね。一遍
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ちょっとそれも整理させていただきます。 

はい、柴田委員。 

○柴田委員 すいません。自分でも作業部会

に参加しておきながら何なのですけれど

も、書いているときに、第４回の時点で何

で地域の防災活動が必要かという議論が

あったときにその答えとして一個に行政

だけでは効率が悪いやろうというお話が

あったと思うのですけれども、僕としては

そのことを、当然といえば当然かもしれま

せんが「まあ、確かにそうやな」と思った

部分がありましたので、できればどこかに

書ければなという思いが書いているとき

からあって、結局どこに入れたらいいかわ

からずに入れてないのですけれども。洪水

対策は完璧ではないみたいなところとか

に行政に任せるだけでは効率もちょっと

悪いのではないかみたいな話が書ければ

なとちょっと思っております。 

○大橋座長 それはどこのとこへ入れよう

としているのですか。 

○柴田委員 「背景と目的」か、６ページの

ところの「洪水対策に完璧はない」とか、

何かその辺かなと思ってはいるんですけ

れども。基本的に川の水をあふれさせない

というのは今までの治水対策だけでは無

理ですよというお話は結構いろんなとこ

に書いてあるんですけれども、その組織づ

くり、組織づくりというと、またあれです

ね。４回のときに「では、全員が命を失わ

ないために全部行政に任せたらいいでは

ないか」という人に対して「いや、それだ

けでは無理でしょう」というお話があった

ので、そのことを入れられればなとちょっ

と思ったのですけれども。 

○大橋座長 具体的にはどこに入れようと

されるのですか。今の６ページの。 

○柴田委員 ６ページの「洪水対策に完璧は

ない」というところに、例えば「思わしく

ないのが現状です」の後とかにまた、ちょ

っと考えたのが「行政による洪水対策に完

璧はない」ということにして「進捗が思わ

しくないのが現状です。また、行政にすべ

て任せておくのは大変非効率で、ちょっと

難しいかもしれません」みたいな文章を入

れたいなという思いがありました。ちょっ

と「ここか」と言われるとあれなんですけ

れども。すいません。 

○大橋座長 はい。今、柴田委員さんのほう

からこの６ページのほうに洪水対策は行

政だけに任すのではないということでの

文言を入れていきたいということですが、

よろしいでしょうか。 

○多々納アドバイザー 素直にいっぱい書

いてあると思うのだけれども、そんなこと

ないですか。 

○柴田委員 いや、書いてはあると思うので

すけれども、何か一言その文言があったら

いいのかなとちょっと思って。いや、書い

てあるのは書いてあるので。すいません。 

○大橋座長 しかし、これは根っこのとこら

に結構あっちこっち書いてある問題です

からね。 

○柴田委員 ええ。すいません。 

○大橋座長 では、これは取り下げさせてい

ただくということで。 

○柴田委員 はい。 

○成宮委員 というか、柴田さんもそれは不

満が残ると思うのでね。今そうやっており

られたけれども不満が残るとぐあいが悪

いので、またこの１時間か２時間座長さん

と議論していただいて、「ここにはこうい

うふうに書いているで、これはどうなの」

とかいうふうなことでお互いに説得合戦

をやっていただければありがたいと思い

ます。 

○大橋座長 はい、わかりました。私も時間

がないものでちょっと急ぎ過ぎた点があ

るのですが、柴田君とも議論は随分してい

るつもりでございますので、そこのところ

をもう一遍詰めさせていただきます。 

ただ、きょうはどの委員さんもすべてち

ょっと不満が残っている状態ではないか

なとは思っております。思っていますが、

とにかく言えることは、今日までこの流域

治水ということで住民が検討する機会は

ほとんどなかったのではないかなと。その

第一歩ではないかなと。その中であんまり

細かい細かいところまでやって本当に実

現できるのだろうかということで、住民も

一緒に覚悟を持って「地域は地域で守って

いきますよ。そのためにはこうしますよ」

という具体的なことについては大枠でい

いのではないかなと。その中でこれから県

行政がどういう形でそれを展開されてい

くか、またそれを受けて地域でどうするか、

これは細かいことがいろいろあると思い

ます。 

その前提に立って、これから２年３年そ

れが継承されていってやっと「これは全然
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できてないではないか」と。これやからで

きないし、また改めて細かいことまで詰め

ないといけない問題が出てくるのではな

いかなということも思います。こうして流

域治水検討委員会が持たれて、我々代表を

させていただいた者が共通の認識になっ

て「治水は大事だな」という原点に立った

だけで、これからやっぱり地域に帰ってど

うそれを広めていくか、これが我々の大き

な課題ではないかなと、こんな思いをして

おるものでございます。皆さんに８回もか

けまして本当にいろいろと議論していた

だいて、私も改めてこの治水というものの

考え方を改めさせていただくのと、先人た

ちの知恵、本当にとうとい先人たちの思い

があったということを改めて受けさせて

いただいて、次の世代、次々の世代にきち

っとした環境をつくってやりたいという

熱い思いの中で取り組んでいかねばなら

ないのかなと、こんな思いをしているもの

でございます。 

それでは、きょう皆さんから提言してい

ただいたやつを、修正も含めまして、作業

部会で一応整理させていただくというこ

とでご理解いただけましたでしょうか。 

○杉本委員 もうこれで終わったんですか。 

○大橋座長 ええ。終わったんですかという

よりも。 

○杉本委員 それをやってほしいんです。ま

だきょう議論を全然。初めて見ただけで、

説明も受けてない。 

○大橋座長 はい、この議論は先ほどから出

ている内容やと思って、私のほうで申し上

げましたように、今回公助という部分、い

わゆる行政に期待する部分というのにつ

いても、別個にするのではなしに、土とい

う形で、下に一致させていただいたという

ことで。 

○杉本委員 ええ、でもこれは初めて見させ

てもらいましたので、ちょっと説明して、

理解して、それからにしていただきたいと

思います。全くこれは初めてですので。 

○大橋座長 はい、これにつきましても私、

先ほど冒頭から述べさせていただきまし

たので、あいさつの中で申し上げさせてい

ただいたので、大体これをご理解いただけ

たらと、その中のことをきちっと分析させ

ていただいた説明だったなと、こう思うの

ですが、今の杉本委員さんのほうから、こ

の説明がちょっとなかったではないかと

いうことでございますので、ばくっと私か

ら説明させていただきますが、この４つの

根っこの表題については何回か議論して

まいったものでございますから、一番「水

害から生命を守る地域づくり」が頂点にあ

りまして、「水害は必ず起こるという覚悟

をもって」とか、この①、②、③というよ

うな状態は、地域づくりについてはご承認

をいただいた経過ではないかなと思いま

す。 

 特に、その上の根っこの４つについても

今日まで議論をしてきて一応いいだろう

と、字句修正してまいりまして、公助の部

分だけが、今回こういう形の樹形図になっ

たという形でございます。この公助の部分

を先ほどから時間をかけまして、柴田委員、

北井委員さんのほうから説明をいただい

て、その一つ一つについて今議論をさせて

いただいたのではないかなと、こう思いま

す。だから、いわゆる公助の部分が土とい

う形になって、土と木とが一体となった、

いわゆる住民と行政が一体となって取り

組めるという状態が、この土と木とで、宣

言という形で成り立っていったという経

過でございます。 

 本当にこの位置づけをどうするかに悩

んだんです。土という状態をして、これで

樹形図を見ていただくと、住民と行政が一

体となった状態で表現できたなという形

で、この位置づけは大変苦労をさせていた

だきました。当初はこの公助だけは別に置

こうかとか、また横のところの右肩のほう

に位置づけしようかとか、いろいろ議論し

たのですが、いろんな知恵を借りて、やっ

とこの土の部分と違うかと。土がなくては

木が育たないと、木を育てようと思うと、

一応するにしても、いわゆる土がなかった

らできない。相互関係が一体化できたとい

う形でのこの樹形図にさせていただいた

という、詳しい説明は今させていただいた

んですが、先ほど皆さんに配付させていた

だいたときにも、この公助というものは土

の位置づけだということで申し上げさせ

ていただきました。 

以上です。特にこの件で、この樹形図の

この問題についてご意見があったらなん

ですが。 

○杉本委員 よろしいでしょうか。初めて見

させてもらって、そうしますと、３ページ

のこの公助に求める事項の一番下のほう
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ですね、「川の安全度を高める話だけにと

どまらず」というのは、これはどこの話で

すか。 

○柴田委員 12 ページですね。 

○杉本委員 それが結局命の危険の話、それ

から３番目は治水の進め方にと、こういう

話ですか。 

○柴田委員 はい。同じことが書いてあるん

です。 

○杉本委員 そうすると、ここに書いてある

表現は大分変わるわけですね。このページ

も、先ほどの議論から「水害から生命を守

る地域づくり」のこのツリーも内容が変わ

るわけですね。 

○北井委員 はい。８ページから 12 ページ

の内容が樹形図に全部入っているので、こ

こに変更が出たら樹形図の内容も変わり

ます。 

○杉本委員 みんな変わると。 

○柴田委員 はい、変わります。 

○杉本委員 そういうことですか。そうしま

すと、もう少し、先ほどの超過洪水の話を

しましたけれど、そこまで行きますと、上

のほうで治水安全度という概念で上限を

設けるものではなくて、それを超える洪水

が起こることもという話の、この辺も変わ

るわけですね。下の内容が変われば当然上

の内容は変わるわけですね。下の５項目を

議論させてもらって、そこで内容を検討す

るという話でありましたら、上の表題は当

然変わると私は解釈してますけれど、それ

でよろしいですね。 

○柴田委員 杉本さんがおっしゃっている

のは、下のところで超過洪水という言葉を

変えれば、その上の表題の超過洪水という

言葉も変わるべきですよねという話です

か。 

○杉本委員 当然変わる話ですね、だから。 

○柴田委員 枝のところが変われば上の表

題のところも変わると。 

○杉本委員 うん、治水の話のところも、下

が変われば上が変わると、ですから治水の

進め方を決める場合のところも、下が変わ

れば上は変わるというのは当然だと思う

んです。 

○大橋座長 そうですね。行政の役割の中で、

もちろんそれは表現を、同じという表現を

しているのですけれども、それが伝わりに

くいということでありますから、伝わるよ

うに字句訂正しますということです。 

○杉本委員 そうですね。ということは、下

を議論されて、今しましたら、上のほうは

また後で議論していただけるわけですね。 

○多々納アドバイザー ちょっといいです

か。先ほどここのあたりについて私の意見

を述べさせていただきましたけれども、書

き足りないということではありますが、内

容についてはご理解いただけていると理

解しているのですが。要するに、治水安全

度という概念で条件を設けるのではなく、

それを超える洪水が起こることも考慮し

た対策を実施することが重要であるとい

うことについてはご理解いただけている

と。そうだとすると、むしろそれに対応す

る下の文章が足りないのだというふうに

思うのですが。 

 それで、さっきの議論では先人の知恵と

いうふうな書き方をしていることが、むし

ろよくなくて、あと河川整備、河川改修と

いうのが、具体の行為になっているところ

を河川管理とかそういう言葉に直したほ

うがいいのではないかという中村委員の

お話がありましたけれども、そういう形で

の修正になろうかと思います。その場合だ

ったら、多分上の文言の修正は要らないの

ではないかと思うのですが、それが私の意

見です。 

○杉本委員 はい、私、上限を設けるのでは

なく、それを超えるというここのところで

すね、先ほどの超過洪水の話と意味的に同

じことなんで、ここは直すべきだと私は思

います。先ほど下のほうは超過洪水の話を

工夫するという話で、そこをしてもらった

ら当然上の内容は同じ内容を言うている

のですから、変わるのではないかと思いま

す。 

それを、さっきなぜ気がついたかといい

ますと、先ほど成宮委員がおっしゃって、

柴田君が聞いた、あれで意見の違いがあり

ましたね、そこのところがもろにこれに出

ているんです。それで、そこのところを我

慢したでしょう。我慢したら当然上も我慢

すべきです。 

○大橋座長 ゴシックのところを直すかと

いうことですから。 

○中村委員 必ず直るものではないでしょ

う。関連すれば直さないといけない場合も

あるけれどもということでしょう。 

○杉本委員 そうです。こっちを、譲歩され

ましたので、直すべきだと思います。譲歩



2008.12.1 滋賀県流域治水検討委員会第 8回住民会議 

- 29 - 

されずに頑張られたら別に直す必要はな

いです。 

○多々納アドバイザー いや、超過洪水をな

くすと言ったのですか。それはそう言って

いると思わないという話で。 

○柴田委員 どのご発言。 

○多々納アドバイザー 私の理解で今の杉

本委員の話をもう一度サマリーすれば、下

のところで「超過洪水」と文言が入ってい

れば、上の「また」以下のところに超過洪

水に対応するものが入っていてもよいと

いうことでよろしいですか。 

○杉本委員 はい。 

○多々納アドバイザー では、超過洪水が残

っているということであればよろしいで

すね。 

○杉本委員 それで、私はそれを削ってくだ

さいと言いました。 

○成宮委員 言葉としてはこういうふうな

格好でつながりがあるが、ここを、委員と

しては超過洪水のことについては削減を

要求されたと。削減を要求されたから文章

が変わってくるのと違うかという。 

○杉本委員 そういうことです。 

○多々納アドバイザー 私の理解では、中村

委員のご発言もあって、私もご説明申し上

げましたけれども、超過洪水に問題がある

とは思っていなくて、超過洪水。 

○杉本委員 河川改修。 

○多々納アドバイザー 河川改修という言

葉の、内容の設定の中で超過洪水を考慮し

た河川改修が続くかが問題だということ

であるなら、そこの河川改修を河川管理と

かそういうふうに直したらいいのではな

いかと思うんですが、それではご納得なさ

れないですか。 

○柴田委員 多分僕がちょっと、河川改修と

いうのが僕の中で狭いことでさっき発言

させてもらったことが、杉本さんの中でひ

っかかっていらっしゃるんですよね。僕が

ちょっと考え方が間違ってました。その後

の防備林の話まで含めてというお話でし

たので、僕の発言がちょっと狭い意味でと

らえてしまった発言だったんですけれど

も、その後の多々納先生とか中村さんのご

発言のほうで僕は納得したんですが。どう

でしょうか。 

○杉本委員 はい、大体理解してもらえたと

思いますが、河川改修で今の予算とかを見

てますと、超過洪水を考慮した対策なんて

できっこないというのが私の感覚です。そ

んなお金はないと思います。 

○大橋座長 杉本さんも、超過洪水というの

は認めていただけるんですね。 

○杉本委員 ええ、超過洪水は普通の言葉と

して使いますので。そうだけれども、それ

を超えた河川改修なんて今の実力ではな

いのではないかというのが基本的な。 

○大橋座長 だから、ゴシックの部分につい

ては、超過洪水が起こることも考慮した対

策をしなさいと、いわゆる河川改修だけに

とどまらず、それでその下の部分は訂正さ

せてもらいましょうと言いましたのは、超

過洪水を考慮した河川改修を実施すると

書いてあるので、これはそういう言葉では

なしに、いわゆる河川管理とか、そういう

改修が目的ではないということに言葉を

訂正させてもらおうということです。 

○杉本委員 はい。そうしますと、上のほう

の治水安全度という概念で上限を設ける

のではなく、それを超えるというふうにし

たら、もう上限を超えてしまっている話な

んです。洪水が起こることも考慮したとい

う話になる、そこのところが微妙にちょっ

と気になるんです。 

○多々納アドバイザー ここは、さあどうで

しょうか、初めから超過洪水と書いてもい

いですかね、そういう意味ですか。例えば、

また超過洪水が起こることも考慮した対

策を実施すると。要するに、対策というの

は河川堤防の高さとか、そこの中の疎通能

力とかいうことのみを意味しなくて、破堤

後もしくは越流後の被害拡大を防ぐとい

うことを含んだ対策であって、むしろその

あたりの部分の話がわかりにくいなら、そ

こをむしろより強調する形で書けばいい

のかなと思いますが。ただ、前半部分の治

水安全度というのは大体施設規模を、つく

るときに使う概念ですから、そこの部分が

ないほうがわかりやすい部分も。ただ、こ

こはむしろ超過洪水という言葉を説明し

ているような形で治水安全度のみという

のが入っているんだと思いましたが。 

○杉本委員 はい。おっしゃる意見と一緒な

んです。そうしますと、「安全度という概

念だけではなく」のほうが、「上限を設け

るのではなく」という、その「上限」とい

うのが私はひっかかるんです。治水安全度

という概念だけでなくですね、上限を設け

るのではなく、とても今の河川改修では安
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全度の上まで行けるなんて思いませんの

で。これやったら行ってしまう感じがしま

すので。そんな力、予算がないような感じ

が私はしてます。 

○中村委員 要するに、被害を少なくするた

めに、こういう治水計画、水位を保つとか、

安全度しかできないとか、そういうことで

はなしに、霞堤とか林とか竹やぶを利用す

る昔のそういう人の知恵も含めて、水害を

少なくしようではないかということでは

ないですか。 

○杉本委員 そうです。そのとおりです。 

○中村委員 だから、確かに上限を設けるの

ではなくというふうにすれば、河川改修の

ときに考えようがないやないかと。安全度

と上限を設けないということだったら計

画のつくりようがないということをおっ

しゃっているのだと思います。だから、ち

ょっと表現を変えてもいいのかなという

ふうには思います。だから、下を直すのや

ったら上のほうも少しは影響してきた場

合は直しましょうと、こういうことではな

いんですか。 

○杉本委員 そうです。 

○中村委員 それでいいと僕は思います。 

○大橋座長 杉本さん、ここの部分について

は下の部分はもちろん字句を訂正すると

言うてもらってますので、上のほうの関連

するところについては訂正させていただ

くということで、ご理解いただけますでし

ょうか。 

○杉本委員 はい、いいです。 

○大橋座長 超過洪水の表題については入

れさせていただくということになります

が、その前後の言葉、上限とか言われた状

態が一致しないではないかというような

問題については訂正させていただくとい

うことで。 

 他にございませんか。 

○中井委員 済みません。 

○大橋座長 はい、中井委員さん。 

○中井委員 提言ということですから、特に

いつまでにどうしようというようなこと

が必要ないわけですよね。しかし、やはり

ある程度いつまでにするというのか、全体

的に目標というようなものは要らないの

でしょうか。例えば５年でするとか、この

提言の実施ですね。例えば、これはその公

助に求める事例のところで、一番左のとこ

ろの一番最後のところを見てますと、「危

険箇所での土地利用規制や建築指導を行

う」というのがあります。それで、その関

係というようなところで見てますと、「人

をつくる（誰もが役割を果たす）」のとこ

ろでは、「住民は、自分が住んでいる場所

の水害履歴や浸水想定区域図などを参考

にして、敷地の土台を高くするなど、水害

に強い住まいをつくる。」と。あるいはハ

ザードマップをつくるとか、そういうのが

あるのですけれど、だからやはりいつまで

にということは要らないのですかね。それ

だけでいいのかなというような。非常に大

きな問題だと思うのです。その根っこにあ

るということでしたら、この土地利用規制

というようなこと、これは非常に大きなこ

とだと思うのですが、何かそういう期限的

なことは要らないのかなと、思いました。 

○大橋座長 中村委員さん。 

○中村委員 中井委員がおっしゃるとおり

だと思うんですけれども、我々の提言とい

うのはそこまでは含んでなしに、これを県

に提出することによって、あとは県が具体

的に何カ年計画とかいう中でこれを消化

していく問題だと思うんです。現実的にこ

れを分類して、これは１年以内、これは５

年以内、これは 10 年以内とかいうことは、

ちょっと決めることが非常にここでは、議

論にはならないのではないかと。ただ、こ

れを具体化するために県のほうで５カ年

計画とか 10 カ年計画とか中期的計画とか、

そういうのをつくってくださいというこ

とを文言として入れるのであれば可能か

なとは思うんですけどね。私はちょっとそ

ういうふうに感じます。 

○大橋座長 他にございませんか。私もそう

思うんです。もともとこれは緊急度の高い

やつとか、緊急度のそう高くないやつとか、

いろいろあるんですが、これは県行政のほ

うでこのことを重く受けとめていただい

て、いわゆる事前計画の中で達成していた

だきたいなと、こう思うんですが、今中村

委員さんがおっしゃったように、この緊急

度の高いやつについては、年次別にきちっ

と検討してほしいとかいう形が要るかな

とは思うんですけれども、個々のやつの年

度計画をどうやこうやというのは、ちょっ

と入れられないかなという感じがするん

ですけど、中井さん、それでよろしいでし

ょうか。 

○中井委員 はい、よろしいです。 
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○大橋座長 杉本委員さん、ちょっとおくれ

まして、その状態ですが、よろしいですか。 

○杉本委員 はい、結構です。 

○大橋座長 大変申しわけございません。当

初冒頭にこの変わったところを私がきち

っと樹形図を見ながら説明させていただ

いたらよかったのですけれども、そうでな

くて、大体お手元に配付させていただいて

いるので、変えたなということはわかって

いただいたという状態で説明に入らせて

いただいたことについては、お許しいただ

きたいなと思うんです。 

 それでは、きょうの議論を、もうあと時

間もございませんけれども、二、三日じゅ

うにもう一遍作業部会で皆さんのご意見

を整理させていただいて、まとめるという

ことでご一任いただけますでしょうか。 

 ありがとうございます。それでは、大変

貴重なご意見をいただいて、最後の最後ま

で皆さんのお知恵を拝借させていただい

たわけでございますが、これで一応提言の

まとめという形までに持ってこさせてい

ただくことができました。大変ありがとう

ございました。 

それでは、「水害から生命を守る地域づく

り」滋賀県民宣言はまとまったということ

にさせていただきまして、本日のご意見を

まとめたものにつきましては、12 月 13 日

にシンポジウムで発表をさせていただき

ますが、そのシンポジウムの形式につきま

しても、若干私もパネリストの１人として

参加させていただきますが、この中身の細

かいところ、皆さんの意のあるところを言

ってほしいということは多々あると思い

ますけれど、時間的にもかなり短い時間で

制約されてますので、提言書を渡させてい

ただいて、この趣旨を十分理解していただ

き、今後の行政施策に取り組んでいただき

たいということで、まとめさせていただく

程度になると思います。若干は触れますも

のの、細かいところまで詰められないこと

もご理解をいただきたいなと、こう思いま

すので、よろしくお願い申し上げます。 

それでは、この後、次に何か事務局のほ

うから提案があるんですか。それいただい

てから一般傍聴者の皆さんのご意見をい

ただくという時間、ちょっと遅くなったん

ですが、先にそれを進めていただけますか。 

○事務局（瀧） 済みません、事務局です。

きょうはまた会場の時間もなく、一般傍聴

の方からも貴重なご意見をいただいてま

すので、ちょっと時間をとれるように、事

務局の説明はすごく短くさせていただき

ます。 

お手元に『第２回 淡海の川づくりフォ

ーラム（仮称）』企画書というものを、委

員さんの方だけに、ちょっと印刷が間に合

わなかったので、一般傍聴の方の手に回っ

てないんですが、画面でちょっと写させて

いただきます。これは皆様方のご意見をい

ただいた中で、「称え合う仕組み」、上下流

間で連携するような仕組みづくり、ほめ合

う仕組みというものをつくったほうがい

いのではないかということをいただきま

して、早速できることからやろうというこ

とで、この３月の末ぐらいにそういう川づ

くり関係者が集まった、防災も環境も、皆

さんが集まって活動を報告して、ほめ合う、

称え合う、そういう仕組みづくりの一環と

して、ひとつ試行的にやってみようかなと

いうものを考えております。 

それで、これについてはまだ具体的なも

のになってないのですが、とにかくやるぞ

ということで、今後年が明けてから皆様に

逐次進捗を報告させていただきながら一

緒に参加してやっていただきたいなとい

うふうに思っております。ちょっと説明が

短くなりましたが、時間がありませんので

以上で、称え合う仕組みづくりということ

を試行的に３月にやるということで、ご報

告させていただきたいと思います。 

○事務局（中田） あと、基本方針（原案）

につきまして若干お時間をいただきまし

て説明をさせていただきます。大変熱心に

ご議論いただいたご提案、提言の内容につ

きまして、できる限り県の基本方針の中に

反映させていただきたいというふうに思

っております。まず、追加参考資料という

ことで、策定スケジュールというところを

ごらんいただきたいと思いますが、18 年度

からずっと検討いただきまして、20 年度の

11 月に、庁内組織であります、上から２つ

の琵琶湖流域治水推進部会と、ここで基本

的な県の方針を議論し策定をするという

組織でございまして、過日 11 月 20 日に基

本方針の原案を提示をさせていただいた

ところでございます。 

さらに、行政部会ということで、国、市

町の皆さんとともに議論をさせていただ

いております、部会を先日 11 月 27 日に同
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じように原案を提示させていただいて、い

ろいろと議論をいただいたところでござ

います。そして、きょう 12 月１日という

ことで、住民会議の第８回ということで、

議論をしていただいたというところでご

ざいます。 

この原案につきましては、本日のご意見

というのは当然入っておりませんけれど

も、第７回までの皆様の議論をできるだけ

反映させていただいた形でつくってござ

いますので、どういう形で入っているのか

というところを説明をさせていただいて、

またご意見などは今後文書なりでいただ

きたいというふうに思っております。参考

資料１でございますけれども、「はじめに」

ということで、３ページですけれども、ま

ず基本方針の位置づけでございますが、１

番目に書いておりますように、「滋賀県に

おける新たな治水政策の基本的な考え方

を示すものである。」ということ、そして

３番目に、異常降雨によって発生する災害

のうち、土砂災害につきましては、全国一

律の基準を設けて対策をしておりますけ

れども、一方水害につきましては、なかな

か地域特性とか降雨特性が多様でありま

すことから、一律で対策を進めることは困

難であるということで、今回つくりました

基本方針につきましては、滋賀県におきま

して、多様な関係者の皆様で協働して実施

していけるような基本的な考え方をまと

めたものでございます。 

ただ、この基本方針をつくっただけとい

うことではございませんので、今後基本方

針に示された考え方をもとに、関係者が協

議、検討を行い、住民の協力もいただきな

がら、河川や地域の特性に応じた計画を別

途定めまして、具体の取り組みを進めてい

くというふうに考えているところでござ

います。 

 ４ページ、５ページ等は課題とかそうい

うものを書いておりますので省略をさせ

ていただいて、住民会議のご意見をどうい

う形で反映していくのかというところを

かいつまんで説明をさせていただきます

と、特に 15 ページでございます。15 ペー

ジの（４）に「地域防災力の強化」という

ものがございまして、ここにこの住民会議

で４つの根っこということでまとめてい

ただきましたので、それを１番目の「知恵

を広める」、２番目が「人をつくる」とい

うご提案をいただいたのですけれども、こ

こでは「人を育てる」ということで変えさ

せていただいておりますが、16 ページの

２）が「人を育てる」、17 ページの３）が

「組織をつくる」、18 ページの４）の「仲

間をつくる」という形で、地域防災力の強

化の柱として活用させていただき、それぞ

れ知恵を広めるとかそういう柱の中で、地

域や各地で取り組むこと、そして行政が取

り組むこと、その部分について住民会議で

議論いただきました具体的な対策の主な

ものについて掲載をさせていただいたと

いうようなところでございます。 

 今後最終的な内容を決定いただきまし

たら、またこの原案を案に変えるときにそ

れを修正をしながら反映をさせていただ

きたいというふうに思っているところで

ございます。 

 それと、もう１点でございますが、あち

こちで申しわけございません。追加参考資

料のほうに戻っていただきまして、行政部

会、住民部会からご意見をいただいて原案

をまとめてきたのですけれども、最終統合

部会ということで、学識経験者の皆様にも

ご意見をいただきたいというふうに思っ

ております。その中には、我々行政だけで

はなくて、市町の皆様や、この住民会議の

代表者の皆様にも一緒に入っていただい

て、みんなで最終この案についてご議論を

いただきたいというふうに思ってまして、

できましたら、この住民会議代表者といた

しまして、大橋座長様と杉本副座長様に代

表として入っていただけたらというふう

に思っておりますので、この点ご検討いた

だきたいなというふうに思っている次第

でございます。 

私のほうからは以上でございます。 

○大橋座長 今、次の統合部会ですか、これ

に住民会議の中から２名出席していただ

きたいという要請があるのですが、そうす

ると、きょうここで決めないといけないわ

けですね。今２人の名前が上がったので、

その方の承認をいただいて、よろしいです

か。統合部会は今度 12 月までにやられる

わけですか。 

○事務局（中川） 年内にやりたいと思って

おりますので、この場でよろしくお願いい

たします。 

○大橋座長 ２名が統合部会のほうに参画

せよということでございまして、私と副の
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ほうの杉本委員さんのほうの２名が出席

を依頼をされたのですが、皆さんのご承認

をいただけますでしょうか。（拍手） 

 はい、ありがとうございます。それでは、

杉本委員さん、ひとつよろしくお願いしま

す。また日やとか時間は後日連絡があろう

かと思いますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

 

３ 一般傍聴者からのご意見  
○大橋座長 それでは、大変お待たせしたの

ですが、一般傍聴者の皆さんのほうからの

ご意見を賜りたいなと思います。正村さん、

よろしくお願いいたします。 

○傍聴者（正村） 彦根から来ました正村で

す。ずっと僕も最初から、１回休みました

けれども、ずっと参加させていただきまし

たけれども、こういう感じで立派なものが

できたということで、うれしく思っていま

す。僕としては、僕は地域で、彦根のほう

で災害ボランティアネットワークという

ことでやっている現場の人間ですので、こ

ういうものができてくれたおかげで、これ

から我々はいいように利用して、またこの

枝を代表して、また地域の中でがんがんや

っていくという作業をこれからやってい

こうかなと思っております。 

一番僕が不安なのは、これを例えば 13

日に知事に渡します。渡しましたら、今度

は県のほうがこれを題材にしてまたいろ

んな基本計画を立てていくと思いますけ

れども、そのときに一番不安なのは、ここ

に書いてあるからといって、我々住民がこ

こに書いてあることをこういう形でやっ

ているのだけれども、これについてちょっ

と説明をしてくれないかということを県

に言ったときに、県のほうが「あっ、これ

はですね、実は抜粋しました」とか、「こ

の部分はちょっと言い方を変えました」と

かですね、そういうような形になってしま

ったら、せっかくここで皆さんずっと半年

以上かけてつくってきたものが、結局台な

しになってしまうのではないかという不

安も感じながら、ありますけれども、やっ

ぱりこういう感じで文章として出してい

ただければ、我々はこういうような形で県

民会議に出されたものをもとにして地域

で今やっているのだと。これを勝手におた

くらがまたいいように利用して、それから

また抜粋したりとか、さっきも言葉のあや

ではないですけれども、いろいろな形で、

この丸がどうのこうのとかという細かい

ことまでやってきたものを、また県のほう

が、行政側のほうがこれを利用して抜粋し

たりとか、また文言を変えたりとか、都合

がいいような解釈をしてしまうことにな

らないように、逆に我々県民、市民、また

災害ボランティアにかかわっている者と

しては、こういうものがひとつ県民の中か

ら出されたのだというような意識を持っ

て、これもまた今度 13 日の日には 1000 部

だか 2000 部だか、何かつくられるという

ことなので、そういうものが出される、ま

たホームページで情報が開示されるとい

うことは、全世界の人たちが見ることがで

きるわけなので、その中のものが、例えば

代がかわって５年、10 年後に「ああ、そん

なんあったね」で終わってしまうのではな

くて、逆に我々県民としては、これをもと

にしていろいろとまた、これはどうなった

のだとか言うことができるのではないか

と思います。 

 それと、前からずうっと、一番最初のこ

ろから僕はちょっと、一番最初のときの疑

問でもしたのですけれども、最初我々のも

のは白黒だったということで、赤い川の色

とかそういうので、今県のこれは「知恵を

広める」というので、こういう右岸と左岸

でいわゆる防波堤が、堤防の強度の問題に

ついて。この中では、一応作業中というこ

とで、９月中の公表に向け現在作業中とい

うふうになっているのですけれども、これ

は多分 10 月５日の日に、彦根のほうで言

えばサンパレスというところで、芹川の川

づくりの、前に説明があったと思うのです

けれども、その中の流れだと思うんですけ

れども、その流れと同じものかどうかまだ

ちょっと、それから全然ここの場でも説明

がなくて、こういうものがあるのかないの

か。 

 でも、９月中には公表と書いているので、

もう公表されているのではないかなと思

いながらも、ネットで見ても全然情報がな

いというのがありまして、先ほどもいろい

ろな根っこの部分で情報の提供であった

りとか開示であったりとかというのを速

やかにやってくれという話もありました

けれども、こういうような情報なんかもあ

るならば、多分税金でつくられたものだと

思いますので、県民、国民に還元する意味
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でも、こういうものがちゃんと、まだ作業

中であれば仕方ないですけれども、もう作

業が終わっているのであれば、速やかに出

していただいて、そういう情報を提供して

いただきたいなと思っております。 

 一応こういう形で出していただいて、僕

のほうも前回言わせていただきましたけ

れども、前回は挙手していただいた部分が

あります。県の職員さんも市の職員さんも、

皆さん市民または県民であると。仕事が終

わっておうちに帰れば皆さんどこかの市

民であるということですから、多分皆さん

がよく、行政の方々が、「皆さんも地域の

住民ですから、地域の住民が参加して、頑

張って作業に当たってください」と言いま

しても、言うているあなたも市民やないか

ということなので、そういうことを考えれ

ば、逆にこの自前、出前という言葉があり

ましたけれども、皆さんも県の役人の方々

も、皆さん出前出張に行くだけの市民とし

ての肩書はあるわけですから、そういうふ

うになっていただければと思います。 

これは今回 13 日に出して終わりではな

いんですよね。とりあえず皆さん、任期の

ほうはたしか来年３月まであるので、僕は

先ほどちょっと聞いたのですけれども、13

日が最終報告になるのかと聞いたら、いや

いや、まだ任期のほうは来年３月まである

ということで。それを出した後にまたこれ

をどう附帯していくかというかですね。 

また、逆に言えば、こういうことを先ほ

ど言われましたけれども、何年までにどう

のこうのとありましたが、そういう工事と

か、例えば河川改修を何年までに、それは

ちょっとハードの面では難しいと思いま

すけれども、こういうものに関してまた出

されて、また県のほうでいろいろと使われ

るかもしれませんけれども、それをまた監

視していく、やはり我々県民、市民のほう

が、どのようにどの部分を抜粋されたかと

か、どの部分を意義解釈されたかとか、そ

ういうのを監視していくような部分で考

えた場合に、またこういうようなものが、

例えば３年ごとに見直しをするとか、また

皆さんで集まって何かをするでもいいで

すし、またそういうような一つの長い継続

的な、そういう監視するような部署という

か、そういうものをつくっていただければ、

こうやって皆さんが頑張ってつくられた

この答申というものが生かされるんじゃ

ないかと思っております。 

 以上です。 

○大橋座長 ありがとうございました。何か

きょうの第８回目のまとめを全部しても

らったような状態でありまして、本当に正

村さんは１回だけですね、ちょっと他用が

あったということですが、本当に出席をし

ていただいて、いろいろと注文なりご意見

をいただいたことに感謝申し上げており

ます。 

他の傍聴者の皆さんで特にございました

ら。お所とお名前だけちょっとよろしくお

願いします。 

○傍聴者（柳沼） はい、柳沼と申します。

下流の長岡京市で、琵琶湖の水量によって

うちのほうが逆流するという、そういった

場所の者です。それを言いに来たわけでは

なくて、前回配付された抜粋版、これを見

てちょっとここは足りないのではないか

というところがあったので、ちょっともし

入れていただけたらなと思って来ました。 

 ふだん私はこういうことをやっていま

す（写真提示）。１つは水防団員なんです

けれども、子供向けのワークショップと大

人向けのワークショップ、ＮＰＯ団体とし

てこういうのをやっています。 

 つい二、三日前も小学校の 100 人の子供

たちを地域に連れていって、地域のお年寄

りの人、水害の体験者、あと全然水害経験

がないという方とかに協力してもらって、

地域を「丸ごと防災博物館」にしてしまっ

たと、そういうふうな行事をやらせてもら

いました。 

それで、これ（資料２「滋賀県が今後実

施しようと考える公助（抜粋版）」）を見て

て感じたのが、行政がいろいろ活動すると、

それに対して住民のほうも自分、みずから

活動を起こすというふうな２つの動きが

あって、相互でいくことになっているので

すけれども、では具体的に住民の方々が活

動を起こしてある程度の動きになるまで、

時間がかかるのと違うかなと。 

きょう行政が住民の方々に「手伝いをし

ます」と言って働きかけて、実際に、では

何年後に具体的に動き出すのかと。実際に

動き出している地域は、もちろん滋賀の中

にたくさんあるのですけれども、動き出し

てない地域もあると。そうすると、行政と

地域の間に立って、いろいろ煩わしいこと

を含めて、地元の人たちに普及行事をやっ
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たり説明したり、間に入って怒られたり、

それも含めてするような組織の育成なり、

何か体制づくり、そういうものがあったほ

うがいいのかなと。 

今、例えば僕自身は自分の長岡の自治会

で組長をやっています。それで、周りの人

たちを見ると、男手はみんな会社に命をと

られていると。それで、自主防災会はあり

ます、でも自主防災会は、男は２人だけ、

あとはみんな女性で、中には「いや、実は

名前だけで、私は歩かれへんねん」と、つ

えをついて歩いてくるお母さんというか、

おばあさんですね、そういう人も自主防の

メンバーで活躍しなければならないとい

う状況です。そうすると、そのあたりをサ

ポートする仕掛け、そういうのも欲しいの

かなと。 

もう１つは、実際地域の現状はそういう

ふうに働き手がみんな都会に、都会という

か町場にとられていると。水防団員もサラ

リーマンがすごい多い、消防団員ももっと

すごい、それを考えるとそういうふうな、

地域で働きやすいような、地元で働けるよ

うな、そういうふうな労働施策とかね、そ

れはこちらの河港課さんとは遠く別の部

署になってしまうのですけれども、そうい

うのも入っててもいいのかなと、そんなこ

とを思っております。 

これはもう傍聴者の意見ですので、皆さ

んでまたいろいろ考えていただけたらと

思っています。よろしくお願いします。 

○大橋座長 ありがとうございました。いろ

いろ傍聴者の皆さんも今日までの経験や、

自分の活動の中で取り組んでこられたこ

とが。 

○傍聴者（正村） 済みません、もう１個い

いですか。 

○大橋座長 はい、正村さん。では、ごく簡

単にお願いします。 

○傍聴者（正村） はい。今回先ほどの長岡

京の方もおられましたけれども、多分我々

はこういうことを地道にやっていかなけ

ればいけないと思うんですけれども。 

あとちょっと１つ抜けたのですけれども、

災害のときに、今回こういうものがまとま

っているものなのですけれども、災害の場

合は起きた後、復旧復興というものが一番、

これが長く続くものだと思うんですけれ

ども、それに関してちょっと抜けている部

分があるんです。例えば、ボランティアセ

ンターを立ち上げる場合には県社協さん

のほうが、社協が受け入れるというのは、

1998 年ですか、まだ厚生省の時代ですけれ

ども、事務次官通達ということで、一応社

協がセンターを担いなさいという通達が

あったものですから、それから社協がやる

という話になって、それから災害イコール

社協みたいなものになっているんですけ

れども、県社協さんほうが、水害も含めて

地震も含めてですね、災害が発生したらボ

ランティアセンターを設けろということ

になって、県社協のほうもホームページを

見ましたら、ボランティアセンターの立ち

上げについてのいろんなマニュアルにつ

いて出されております。 

そういうのを考えた場合、この会議の場

合は、水害が起きる前の心構えと、起きた

ときにどうするのやということやけれど

も、その後のいわゆる復旧復興に向けての

段階というのはちょっと抜けている部分

があるのではないかというように感じま

す。そういうことは、多分これからこうい

うことを踏まえてどうやって心構えをす

るかということを、我々地域、長岡京の方

のそういう情報なんかも入れながらやっ

ていくことですし、それが終わった後復旧

復興に向けての段階、それに関しては、例

えば福井であるとか京都であるとか、僕が

いた新居浜であるとか、そういうところの

事例なんかもあります。そういうのも見な

がらやっていかなければいけないと。 

一番きついのは、多分災害に向かうまで

の段階よりも起きた後、復旧復興というも

のが一番きついと思います。その中のもの

も考えていかなければいけないし、そうな

ると、対行政というような構図が生まれて

しまう、一歩間違うとそういう裁判ざたに

なるような問題までいってしまうわけで

すけれども、そういうものを、今後の３月

にまたそういうような、いろんな皆さんで

考えるような機会を設けようということ

ですから、その中ではそういう復旧復興に

関しても話し合えるような、そういうよう

な場を、逆に言えばそれはこれから長い目

で、今回の答申は 12 月 13 日ですけれども、

その後の対応に関しては、３月にされるも

のがこれから続けて、任意という形で続け

ていかれるということを望めればいいか

なと思います。 

 以上です。 
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○大橋座長 ありがとうございました。これ

から、これだけで終わりではなしに、これ

からやはり地域のことにきちっときょう

は出発点になって、取り組んでいけよと、

また行政もそうでなかったらいかんよと

いうことをおっしゃっていただいたので

はないかと思いますが、このことは何回か

議論しておりますし、これからやはりこの

ことが地域に根差して活動できるような

体制づくりをお願いしていきたいなと、こ

んな思いもしております。 

大変長い間、きょうは４時半ということ

で、ここを５時に渡さないといけないとい

うので言われてましたのですが、若干白熱

した点もあって、司会のまずさもあったの

ではないかと思いますが、お許しをいただ

きたいと思います。 

 以上で第８回の提言書をまとめさせて

いただくのに、大変慎重審議、ご議論いた

だいたことに感謝を申し上げまして、終わ

らせていただきたいと思います。 

それでは、事務局にバトンタッチをさせ

ていただきます。 

 

４ 閉会  
○事務局（中田） 長時間にわたりましてあ

りがとうございました。それでは、本日の

お礼を兼ねまして、中川室長のほうから一

言ごあいさつを申し上げます。 

○事務局（中川） 本日は熱心な議論ありが

とうございました。議論いただきました

「水害から生命を守る地域づくり」滋賀県

民宣言につきましては、今後県がつくりま

す流域治水基本方針に反映するとともに、

今後つくっていきます水害に強い地域づ

くり計画のバイブルとなろうかと思って

おります。 

また、あと最後のまとめということで、

多々納アドバイザー、大橋座長、北井委員、

柴田委員におかれましては、作業部会の中

でまたご足労いただくわけですが、よろし

くお願いいたしたいと思います。 

本日はどうもありがとうございました。 

○事務局（中田） 最後に、皆様にお渡しし

ておりますシンポジウムでございます。先

ほどから何回か出ておりますように、今度

の 12 月 13 日、コラボしが 21 におきまし

て、１時半から群馬大学の片田先生の基調

講演を終わりました後、パネルディスカッ

ションということで、「水害に強い地域づ

くりを目指して－それぞれの役割を考え

る」というところで、住民会議でいろいろ

ご議論いただきました多々納先生や大橋

座長様に出ていただきますとともに、行政

部会の代表として高月町の副町長様、そし

て知事ということで、県・市・住民という

ような感じで、それぞれの役割を考えて、

どうしていこうかというようなディスカ

ッションをしていただきたいというふう

に考えているところでございます。 

このパネルディスカッションの前に、座

長様のほうから知事へ提言書を渡してい

ただくというような予定を考えておりま

すので、どうか住民会議の委員の皆様もぜ

ひご参加をいただきまして、またきょう参

加いただきました傍聴者の皆様にもぜひ

ご参加をいただいて、一緒にご議論をして

いきたいというふうに思っておりますの

で、よろしくお願いをいたします。 

 そして、次回の住民会議でございますが、

一応提言ということでまとめていただき

ましたので、来年、年明けからこれをいか

に県民の皆様に普及をしていくか、１つは

きょう提案をさせていただきました、称え

合う仕組みづくりということを行政とし

てはやっていこうというような提案をさ

せていただきましたが、もう１つの、大き

な諮問の１つでございます、これをどう県

民の皆様に普及をしていくかというとこ

ろをご議論いただきたいということで考

えております。また、日程につきましては

調整をさせていただきますので、その節は

よろしくお願いいたします。 

それでは、長時間にわたりまして大変あ

りがとうございました。これで、第８回の

住民会議を終わらせていただきます。あり

がとうございました。 

〔午後 ４時５８分 閉会〕 

 

 


